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○基幹統計調査の承認 

 

基幹統計調査の名称 実 施 者 主 な 承 認 事 項 承認年月日

港 湾 調 査

 

国 土 交 通 大 臣 承認事項の変更 

・調査対象港湾を 814 港（甲種

港湾 172 港、乙種港湾 642 港）

から 717 港（甲種港湾 160 港、

乙種港湾 557 港）に変更 

・報告を求める事項のうち、陸

上出入貨物調査、上屋・倉庫・

貯留場調査等の廃止 

・集計用電磁的記録の保存の永

年化 

 

 

H21.9.7 

 



○一般統計調査の承認

承認年月日 統計調査の名称 実施者

H21.9.1 能力開発基本調査 厚 生 労 働 大 臣

H21.9.2 学術情報基盤実態調査 文 部 科 学 大 臣

H21.9.2 通信・放送産業基本調査 総 務 大 臣

H21.9.3 放送番組制作業実態調査 総 務 大 臣

H21.9.4 船員異動状況調査 国 土 交 通 大 臣

H21.9.8 経済センサス－活動調査第2次試験調査
総 務 大 臣・
経 済 産 業 大 臣

H21.9.8 介護従事者処遇状況等調査 厚 生 労 働 大 臣

H21.9.10 情報処理実態調査 経 済 産 業 大 臣

H21.9.10 企業の土地取得状況等に関する調査 国 土 交 通 大 臣

H21.9.11 保険医療材料等使用状況調査 厚 生 労 働 大 臣

H21.9.17 高等学校卒業（予定）者の就職（内定）状況に関する調査 文 部 科 学 大 臣

H21.9.18 航空旅客動態調査 国 土 交 通 大 臣

H21.9.29 航空貨物動態調査 国 土 交 通 大 臣

H21.9.29 国際航空貨物動態調査 国 土 交 通 大 臣
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（１）　新　規

受理年月日 統計調査の名称 実施者

H21.9.2 鹿児島県観光統計調査 鹿 児 島 県 知 事

H21.9.2 鹿児島県観光動向調査 鹿 児 島 県 知 事

H21.9.2 在県外国人実態調査 栃 木 県 知 事

H21.9.2 携帯電話販売店フィルタリングサービス実態調査 鳥 取 県 知 事

H21.9.4 兵庫県におけるグローバル化と就労・生活環境に関する調査 兵 庫 県 知 事

H21.9.7 財政状況調査 滋 賀 県 知 事

H21.9.8 パートタイム労働者等雇用実態調査 静 岡 県 知 事

H21.9.14 神戸市民1万人アンケート 神 戸 市 長

H21.9.14 こころの健康づくりに関する意識調査 香 川 県 知 事

H21.9.14 愛知県林産物生産流通動態調査（木材需給動態調査） 愛 知 県 知 事

H21.9.14 創業・インキュベーション施設卒業企業実態アンケート調査 愛 知 県 知 事

H21.9.15 サービス業実態調査 愛 知 県 知 事

H21.9.17 女性の健康づくり推進事業における健康実態調査 福 井 県 知 事

H21.9.18
かしこいクルマの使い方を考えるプロジェクト神戸・アン
ケート

神 戸 市 長

H21.9.24
中小規模事業所におけるメンタルヘルス対策に関する実態調
査

東 京 都 知 事

H21.9.25 クリエイティブ産業の実態と課題に関する調査 東 京 都 知 事

H21.9.25 若者の消費動向等調査 岐 阜 県 知 事

H21.9.25 家庭のエネルギー消費に関するアンケート調査 長 野 県 知 事

H21.9.25 介護職員実態調査 栃 木 県 知 事

H21.9.28 信頼される県立病院づくりのための住民ニーズ調査 新 潟 県 知 事

H21.9.28 大阪府内事業所給与実態調査 大 阪 府 人 事 委 員 会

（２）　変　更

受理年月日 統計調査の名称 実施者

H21.9.1 民間企業の労働時間制度に関する調査 京 都 府 知 事

H21.9.1 茨城県男女共同参画社会県民意識調査 茨 城 県 知 事

H21.9.4 新潟県保健医療需要調査 新 潟 県 知 事

H21.9.9 「滋賀の健康・栄養マップ」調査 滋 賀 県 知 事

H21.9.15 東京都福祉保健基礎調査 東 京 都 知 事

H21.9.15 埼玉県産業廃棄物実態調査 埼 玉 県 知 事

H21.9.17 産業廃棄物実態調査 香 川 県 知 事

H21.9.18 産業廃棄物実態調査 福 岡 県 知 事

H21.9.25 岐阜県輸出関係調査 岐 阜 県 知 事

○届出統計調査の受理
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H21.9.25 京都府織布生産動態統計調査 京 都 府 知 事

H21.9.25 労働環境等調査 栃 木 県 知 事

H21.9.28 県民健康・栄養調査 栃 木 県 知 事
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○基幹統計調査の承認 

【調査名】 港湾調査 

【承認年月日】 平成２１年９月７日 

【実施機関】 国土交通省総合政策局情報政策本部情報安全・調査課交通統計室 

【目 的】 港湾の実態を明らかにし，港湾の開発，利用及び管理のための資料とする。 

【沿 革】 この調査は，明治３８年に内務省が河川，道路，港湾などについて全国にわ

たり臨時調査を行った際に，明治３８年以前における５年もしくは１０数年にわ

たる出入船舶，出入貨物について調査を行ったのが発端で，その後明治３９年と

明治４０年に内務省が再び全国の約７００港について港湾調査を行い，その結果

を明治４２年１２月２０日に「大日本帝国港湾統計」として内務省土木局の名に

おいて公刊したのが始まりである。これ以来「港湾統計」は毎年公表されている。

調査資料の提出については，当初は訓令によって規定された。その後，昭和４年

に資源調査法が公布されて，同法に基づき「港湾資源調査規則」が公布，同年１

２月１日から施行され，同規則について指定された港湾について毎年調査するこ

とになった。また，昭和２２年３月２６日統計法が公布され，同年５月１日から

施行となった際，資源調査法は廃止され，港湾調査はこの根拠法を欠くこととな

ったが，統計法施行後まもない昭和２２年６月１９日に指定統計として承認され

た。運輸省はこの承認によって昭和２２年１０月１日省令第２４号を以って港湾

調査規則を公布し，翌年１月１日から施行したが，昭和２６年３月１０日運輸省

令第１３号によって抜本的な改正が行われ，港湾調査は，１．取扱貨物量等の港

湾の利用状況調査（毎月又は毎年）と２．港湾の沿革，自然状況，施設状況等の

静態調査（毎年３月末現在）とから成り立つこととなった。その後，調査対象港

湾の変更，調査票様式の見直し及び規定の整備が行われたが，２．の静態調査に

ついては，港湾法第４９条の２に基づく港湾台帳で担保することとなり，昭和５

５年１２月２２日運輸省令第４４号をもって，これを廃止した。また，調査の合

理化を図るため，昭和５７年１２月２７日運輸省令第３５号をもって，調査対象

港湾の全面見直しを行うとともに，自動車航送の実態をより的確に把握するため

航送車輌については車種別台数に基づいて集計を行うこととなった。その後、平

成５年１０月運輸省令第３０号をもって、貨物形型別コンテナ、シャーシ、その

他の調整を加えた。また平成１２年内から調査対象港湾の見直しを行うとともに

調査票の整理・統合等を行った。さらに、平成１５年４月から海上貨物通関情報

処理システムを利用した税関申告情報の活用を開始した。 

【調査の構成】 １－港湾調査（甲種港湾調査票） ２－港湾調査（乙種港湾調査票） 

【公 表】 調査実施後２ヶ月以内に「港湾統計月報」、調査実施後１年以内に「港湾統計

年報」を刊行 

【備 考】 陸上出入貨物調査については，平成１９年調査から休止。 
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※ 

【調査票名】 １－港湾調査（甲種港湾調査票） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）港湾 （属性）国土交通大臣が指定した甲種港湾

（港湾法に定める重要港湾（国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点とな

る港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾で政令で定めるもの）、

外国貿易港湾（過去５年間継続して毎年外国貿易船の入港実績が１万トン以

上ある港湾、又は最近３年間継続して毎年外国貿易船の入港実績が１隻以上

あり、かつ、外国貿易貨物の取扱実績が２万トン以上ある港湾）、内国港湾

（過去３年間継続して毎年内国貿易船『自動車航送船及び鉄道連絡船を除

く。）の入港実績が５０万総トン（Ｇ／Ｔ）以上あり、かつ、内国貿易貨物

（自動車航送船及び鉄道連絡船を除く。）の取扱実績が５０万トン以上ある

港湾）、のいずれかの要件に該当する港湾） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１６０ （配布）調査員 （取集）調査員 （記

入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）国土交通省ー都道府県ー調査

員ー報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）甲種港湾は毎月月末に月間調査 

【調査事項】 １．入港船舶，２．船舶乗降人員，３．海上出入貨物，４．本船荷役、５．

泊地及び係船岸 

※ 

【調査票名】 ２－港湾調査（乙種港湾調査票） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）港湾 （属性） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５５７ （配布）調査員 （取集）調査員 （記

入）自計 （把握時）毎年１２月末日現在 （系統）国土交通省ー都道府県

ー調査員ー報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）乙種港湾は毎年１２月末日に年間調査 

【調査事項】 １．入港船舶，２．船舶乗降人員，３．海上出入貨物（１）貨物の内容，

（２）コンテナ又はシャーシ 
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○一般統計調査の承認 

【調査名】 能力開発基本調査 

【承認年月日】 平成２１年９月１日 

【実施機関】 厚生労働省職業能力開発局総務課基盤整備室 

【目 的】 この調査は，我が国の企業，事業所及び労働者の能力開発の実態を正社員・

正社員以外別に明らかにし，職業能力開発行政に資することを目的とする。 

【沿 革】 本調査は，平成１３年から１７年まで厚生労働省から業務を委託された民間

機関が行っていた調査を前身としているが，同調査が，これまでの調査の回収率

が低い（おおむね２０％程度である。）ことから，能力開発行政のための基礎資

料として精度の高い結果を得るため，今回，国が直接実施する統計調査であるこ

とを明示し，回収率の向上に努めることとし，また，「職業能力開発促進法及び

中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理

の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」（平成１

８年５月参議院厚生労働委員会及び平成１８年６月衆議院厚生労働委員会）にお

いて，職場における非正規労働者に対する能力開発の実態を把握することとされ

たことを踏まえ，平成１８年から厚生労働省が実施しているものである。 

【調査の構成】 １－能力開発基本調査（企業票） ２－能力開発基本調査（事業所票） 

３－能力開発基本調査（個人票） 

【公 表】 結果概況及び結果報告書を厚生労働省ホームページ及び印刷物で公表（結果

概況：調査実施年翌年６月下旬まで，結果報告書：調査実施年翌年９月下旬まで） 

※ 

【調査票名】 １－能力開発基本調査（企業票） 

【調査対象】 （地域）日本国全域 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類に基づく

次の産業に属し，常用労働者を３０人以上雇用している民営企業。ア．建設

業，イ．製造業，ウ．電気・ガス・熱供給・水道業，エ．情報通信業，オ．

運輸業，郵便業，カ．卸売業，小売業，キ．金融業，保険業，ク．不動産業，

物品賃貸業，ケ．学術研究，専門・技術サービス業，コ．宿泊業，飲食サー

ビス業，サ．生活関連サービス業，娯楽業（その他の生活関連サービス業の

うち家事サービス業を除く。），シ．教育，学習支援業，ス．医療，福祉，セ．

複合サービス事業，ソ．サービス業（他に分類されないもの）（外国公務を

除く。） （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７，１００／１４８，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年１０月１日現在 （系

統）厚生労働省職業能力開発局←→民間事業者←→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査実施年の１０月１日～１２月１１日 

【調査事項】 １．企業の概要について（企業全体の常用労働者数），２．ＯＦＦ－ＪＴ
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及び自己啓発支援に支出した費用について，３．能力開発の方向付けについ

て 

※ 

【調査票名】 ２－能力開発基本調査（事業所票） 

【調査対象】 （地域）日本国全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に基づ

く次の産業に属し，常用労働者を３０人以上雇用している民営事業所。ア．

建設業，イ．製造業，ウ．電気・ガス・熱供給・水道業，エ．情報通信業，

オ．運輸業，郵便業，カ．卸売業，小売業，キ．金融業，保険業，ク．不動

産業，物品賃貸業，ケ．学術研究，専門・技術サービス業，コ．宿泊業，飲

食サービス業，サ．生活関連サービス業，娯楽業（その他の生活関連サービ

ス業のうち家事サービス業を除く。），シ．教育，学習支援業，ス．医療，福

祉，セ．複合サービス事業，ソ．サービス業（他に分類されないもの）（外

国公務を除く。） （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，７００／２２８，０００ （配布）

郵送 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）毎年１０月１日現在 （系

統）厚生労働省職業能力開発局→民間事業者→報告者→調査員→民間事業者

→厚生労働省職業能力開発局 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査実施年の１０月１日～１１月２０日 

【調査事項】 １．事業所の概要について（企業全体の常用労働者数，事業所の常用労働

者数，事業所の離職者数），２．教育訓練の実施に関する事項について（Ｏ

ＦＦ－ＪＴの実施状況，実施したＯＦＦ－ＪＴの教育訓練機関の種類，計画

的なＯＪＴの実施状況），３．人材育成について（人材育成に関する問題点，

正社員登用の状況，正社員登用しなかった理由及び正社員登用の条件，労働

者に求める能力の周知状況，ジョブ・カードの認知状況及び活用状況），４．

労働者のキャリア形成支援について（教育訓練や自己啓発に関する労働者の

希望の把握状況，教育訓練休暇制度の導入状況，キャリア・コンサルティン

グ制度の導入状況，労働者に対する自己啓発への支援の内容，労働者に対す

る職業生活設計を考える場の提供方法，労働者に対する職業生活設計を踏ま

えた取組状況），５．労働者の職業能力評価について（職業能力評価の実施

状況，職業能力評価における資格の利用状況，資格を受験する労働者に対す

る費用補助の状況，職業能力評価の活用状況），６．技能の継承について（技

能継承の問題の有無，技能継承の取組状況） 

※ 

【調査票名】 ３－能力開発基本調査（個人票） 

【調査対象】 （地域）日本国全域 （単位）個人 （属性）日本標準産業分類に基づく

次の産業に属し，常用労働者を３０人以上雇用している民営事業所に雇用さ
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れている常用労働者。 ア．建設業，イ．製造業，ウ．電気・ガス・熱供給・

水道業，エ．情報通信業，オ．運輸業，郵便業，カ．卸売業，小売業，キ．

金融業，保険業，ク．不動産業，物品賃貸業，ケ．学術研究，専門・技術サ

ービス業，コ．宿泊業，飲食サービス業，サ．生活関連サービス業，娯楽業

（その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く。），シ．教育，

学習支援業，ス．医療，福祉，セ．複合サービス事業，ソ．サービス業（他

に分類されないもの）（外国公務を除く。） （抽出枠）平成１８年事業所・

企業統計調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２５，６００／１９，８９１，０００ （配

布）調査員 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年１０月１日現在 

（系統）厚生労働省職業能力開発局→民間事業者→調査員→調査対象事業所

→報告者→民間事業者→厚生労働省職業能力開発局 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査実施年の１０月１日～１２月１１日 

【調査事項】 １．労働者の属性について（性別，年齢，就業状態，最終学歴，雇用形態，

勤続年数，業務，役職，１週間の就業時間），２．会社を通して受講した教

育訓練について（求められている能力の周知状況，受講したＯＦＦ－ＪＴの

受講内容，受講したＯＦＦ－ＪＴの延べ受講時間，受講したＯＦＦ－ＪＴの

教育訓練機関の種類，受講したＯＦＦ－ＪＴの役立ち度，部下・同僚・仕事

仲間に対しての指導状況及び上司・同僚・仕事仲間からの指導状況，上司・

同僚・仕事仲間からの指導等の役立ち度），３．自己啓発について（自己啓

発の実施状況，自己啓発の方法，自己啓発の実施時間，自己啓発の自己負担

費用，自己啓発にかかった費用の補助の主体，自己啓発にかかった費用のう

ち補助を受けた額，自己啓発の業務における役立ち度，自己啓発を行った理

由，自己啓発を行うにあたって周囲の協力状況，自己啓発の問題点），４．

これからの職業生活設計について（職業生活設計の考え方，キャリア・コン

サルティング，教育訓練休暇の利用の有無及び要望，キャリア形成のために

必要なもの） 



- 10 - 
 

【調査名】 学術情報基盤実態調査 

【承認年月日】 平成２１年９月２日 

【実施機関】 文部科学省研究振興局情報課 

【目 的】 大学における学術情報基盤の実情を具体的に把握し，将来における関係諸施

策推進に関する基礎資料とする。 

【沿 革】 昭和４１年より大学図書館実態調査として毎年実施されていた。平成１７年

調査から，従来の大学図書館実態調査を中央図書館記入用と分館及び部局図書

館・室記入用に分割し，コンピュータ及びネットワーク編調査票を追加したこと

により，現行名称に変更している。 

【調査の構成】 １－大学図書館編調査票（中央図書館記入用） ２－大学図書館編調査

票（分館及び部局図書館・室記入用） ３－コンピュータ及びネットワー

ク編調査票 

【公 表】 「学術情報基盤実態調査結果報告」として，冊子及びインターネットで公表

（調査実施年度の年度末） 

※ 

【調査票名】 １－大学図書館編調査票（中央図書館記入用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）図書館 （属性）国公私立の大学 （抽出枠）全

国大学一覧 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）７４７ （配布）オンライン （取集）オンラ

イン （記入）自計 （把握時）毎年５月１日現在 （系統）文部科学省→

報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査実施年の９月１５日～１０月３１日 

【調査事項】 １．図書館・室の職員数，２．施設（用途別面積，閲覧座席数，書架収容

力），３．蔵書数，４．図書・雑誌受入数，５．視聴覚資料・機器数，６．

サービス状況，７．経費（図書館資料費の内訳，図書館・室運営費の内訳），

８．外部委託業務，９．図書館の公開状況，１０．電子図書館的機能，１１．

機関リポジトリについて，１２．課題（組織・人員面，経費面，設備面，運

営・サービス面，その他） 

※ 

【調査票名】 ２－大学図書館編調査票（分館及び部局図書館・室記入用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）図書館 （属性）国公私立の大学 （抽出枠）全

国大学一覧 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２２６ （配布）オンライン （取集）オンラ

イン （記入）自計 （把握時）毎年５月１日現在 （系統）文部科学省→

報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査実施年の９月１５日～１０月３１日 
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【調査事項】 １．図書館・室の職員数，２．施設（用途別面積，閲覧座席数，書架収容

力），３．蔵書数，４．図書・雑誌受入数，５．視聴覚資料・機器数，６．

サービス状況，７．経費（図書館資料費の内訳，図書館・室運営費の内訳），

８．外部委託業務，９．図書館の公開状況，１０．電子図書館的機能 

※ 

【調査票名】 ３－コンピュータ及びネットワーク編調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国公私立の大学 （抽出枠）全国

大学一覧 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）７４７ （配布）オンライン （取集）オンラ

イン （記入）自計 （把握時）毎年５月１日現在 （系統）文部科学省→

報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査実施年の９月１５日～１０月３１日 

【調査事項】 １．組織・運営体制（情報戦略の策定状況，管理運用組織，業務の外部委

託の状況），２．学内ＬＡＮ整備状況，３．ネットワーク装置等整備状況，

４．教育への活用（情報リテラシー教育、ネットワークを介した遠隔教育，

講義のデジタルアーカイブ化），５．セキュリティ対策の実施状況，６．高

速計算機保有・利用状況，７．課題（組織・人員面，経費面，設備面，運営

面，その他） 
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【調査名】 通信・放送産業基本調査 

【承認年月日】 平成２１年９月２日 

【実施機関】 総務省情報通信国際戦略局情報通信政策課 

【目 的】 情報通信産業を構成する通信業、放送業及びインターネット附随サービス業

における企業活動の実態と動向を把握して、今後の情報通信産業に関する諸施策

を検討する齋の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－通信・放送産業基本調査調査票放送事業用 ２－通信・放送産業基

本調査調査票有線テレビジョン放送事業用 ３－通信・放送産業基本調査

調査票電気通信事業用 ４－通信・放送産業基本調査調査票インターネッ

ト附随サービス業用 

【公 表】 「調査結果報告書」の刊行及びインターネットで公表（調査票回収終了から

概ね３ヶ月後） 

※ 

【調査票名】 １－通信・放送産業基本調査調査票放送事業用 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類 小分類３８２

ー民間放送業（有線放送業を除く）に属する企業 （抽出枠）放送事業者名

簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５５０ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）４月１日～翌年３月３１日又

は直近の決算日までの１年間 （系統）総務省（情報通信国際戦略局）ー民

間事業者ー報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１０月下旬 

【調査事項】 １．企業の概要（１）企業の名称（２）所在地等，（３）資本金及び外資

比率、（４）企業の設立時期、（５）親会社の有無、（６）子会社・関連会社

の有無、２．財務の状況（１）資産、負債及び純資産、（２）資金調達・運

用状況、（３）売上高及び費用等、（４）売上高の内訳、（５）費用の内訳、（６）

支払リース料、（７）研究開発費用等、３．設備投資状況（１）有形固定資

産の取得額及び除却額、（２）無形固定資産の取得額及び除却額、（３）取得

設備投資額、４．雇用状況、５．今後の事業運営 

※ 

【調査票名】 ２－通信・放送産業基本調査調査票有線テレビジョン放送事業用 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類 細分類３８３

１－有線テレビジョン放送業に属する企業のうち、自主放送を行う引込端子

数１万端子以上の株式会社 （抽出枠）有線テレビジョン放送事業者名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２７０ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）４月１日～翌年３月３１日又
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は直近の決算日までの１年間 （系統）総務省（情報通信国際戦略局）ー民

間事業者ー報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１０月下旬 

【調査事項】 １．企業の概要（１）企業の名称（２）所在地等，（３）資本金及び外資

比率、（４）企業の設立時期、（５）親会社の有無、（６）子会社・関連会社

の有無、２．財務の状況（１）資産、負債及び純資産、（２）資金調達・運

用状況、（３）売上高及び費用等、（４）売上高の内訳、（５）費用の内訳、（６）

支払リース料、（７）研究開発費用等、３．設備投資状況（１）有形固定資

産の取得額及び除却額、（２）無形固定資産の取得額及び除却額、（３）取得

設備投資額、４．雇用状況、５．今後の事業運営 

※ 

【調査票名】 ３－通信・放送産業基本調査調査票電気通信事業用 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類 小分類３７１

ー固定電気通信業、小分類３７２ー移動電気通信業に属する企業のうち登録

電気通信事業者、届出電気通信事業者（資本金３０００万円以上の企業） 

（抽出枠）電気通信事業者登録名簿、届出電気通信事業者名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）９８０ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）４月１日～翌年３月３１日又

は直近の決算日までの１年間 （系統）総務省（情報通信国際戦略局）→民

間事業者→報告者→本省または地方総合通信局 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎２１年１０月下旬 

【調査事項】 １．企業の概要（１）企業の名称（２）所在地等，（３）資本金及び外資

比率、（４）企業の設立時期、（５）親会社の有無、（６）子会社・関連会社

の有無、２．財務の状況（１）資産、負債及び純資産、（２）資金調達・運

用状況、（３）売上高及び費用等、（４）売上高の内訳、（５）費用の内訳、（６）

支払リース料、（７）研究開発費用等、３．設備投資状況（１）有形固定資

産の取得額及び除却額、（２）無形固定資産の取得額及び除却額、（３）取得

設備投資額、４．雇用状況、５．今後の事業運営 

※ 

【調査票名】 ４－通信・放送産業基本調査調査票インターネット附随サービス業用 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類 中分類ー４０

インターネット付随サービス業に属する事業所を有する企業のうち、資本金

３０００万円以上の企業 （抽出枠）平成１８年事業所・企業データベース

及び事業者名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）６００ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）４月１日～翌年３月３１日又
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は直近の決算日までの１年間 （系統）総務省（情報通信国際戦略局）ー民

間事業者ー報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１０月下旬 

【調査事項】 １．企業の概要（１）企業の名称（２）所在地等，（３）資本金及び外資

比率、（４）企業の設立時期、（５）親会社の有無、（６）子会社・関連会社

の有無、２．財務の状況（１）資産、負債及び純資産、（２））売上高及び費

用等、（３）売上高の内訳、（４）費用の内訳、（５）支払リース料、（６）研

究開発費用等、３．設備投資状況（１）有形固定資産の取得額及び除却額、

（２）無形固定資産の取得額及び除却額、（３）取得設備投資額、４．雇用

状況、５．今後の事業運営 
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【調査名】 放送番組制作業実態調査 

【承認年月日】 平成２１年９月３日 

【実施機関】 総務省情報通信国際戦略局情報通信政策課 

【目 的】 放送業の健全な発展を図るために、放送業に密接に関連する放送番組制作業

の実態・動向を把握して、放送業との調和ある行政の諸施策を検討推進するため

の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－放送番組制作業実態調査調査票 

【公 表】 「調査結果報告書」とＨＰにて公表（調査票回収終了から概ね２ヶ月後） 

※ 

【調査票名】 １－放送番組制作業実態調査調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類に掲げる細分類

４１１２－テレビジョン番組制作業（アニメーション制作業を除く）及び細

分類４１２２－ラジオ番組制作業に属する企業 （抽出枠）業界団体名簿、

事業所・企業母集団情報、放送番組制作業実態調査名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）８００ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）４月１日～翌年３月３１日又

は調査時点に最も近い決算日までの１年間 （系統）総務省→民間調査機関

→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）１１月上旬 

【調査事項】 １．事業運営内容，２．財務の状況，３．固定資産取得状況等，４．従業

者雇用の状況，５．運営業務の実態（放送番組の契約件数等），６．今後の

事業展開，７．経営上の問題点等 
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【調査名】 船員異動状況調査 

【承認年月日】 平成２１年９月４日 

【実施機関】 国土交通省海事局海事人材政策課 

【目 的】 船員の採用経路，新規採用の実態及び退職者の補完状況を把握し，船員雇用

対策事業，船員の職業紹介，就職指導，船員教育機関の見直し等雇用の促進を図

るための諸施策に資する。 

【沿 革】 昭和４０年に開始された調査で，昭和４６年に船舶船員統計調査（指定統計

第２８号）との調整から大改正が行なわれた。平成１８年５月に船員法（昭和２

２年法律第１００号）第１１１条に基づき，船舶所有者に対して毎年提出が義務

づけられている業務状況報告の様式が変更され，「船舶船員統計調査」及び本調

査の多くの調査項目について，業務状況報告で把握可能になった。平成１８年調

査からは「船舶船員統計調査」は中止する一方，従来，調査対象外としていた保

有船舶総トン数１，０００トン以上の船舶保有者も調査対象に含め，業務状況報

告で把握できない船員の異動状況に係る項目に限定して調査することとした。平

成１８年調査からは，調査内容に合わせ，名称を「船員異動状況調査」に変更し

て実施することとしている。 

【調査の構成】 １－船員異動状況調査票 

【公 表】 （調査結果報告書）を印刷物及びインターネットにより公表（調査年の翌年

９月下旬） 

※ 

【調査票名】 １－船員異動状況調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）海運業（労務団体加盟会社及び労

働協約準用会社）並びに漁業（遠洋まぐろ漁業（専業），遠洋トロール漁業

（周年操業）及び以西底曳網漁業（周年操業）を営む者 （抽出枠）労働協

約名簿，漁業許認可名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３００／３００ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）毎年１０月１日現在（前年１０月１日から９月３

０日までの１年間の船員異動状況） （系統）国土交通本省→地方運輸局等

→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）１０月３１日 

【調査事項】 １．事業者概要（所在地、会社名、運航形態、事業の種類）、２．採用状

況（採用者数、入職経路別，出身学校別の採用者数），３．退職状況（理由

別退職者数） 
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【調査名】 経済センサスー活動調査第２次試験調査 

【承認年月日】 平成２１年９月８日 

【実施機関】 総務省統計局統計調査部経済基本構造統計課、経済産業省経済産業政策局

調査統計部 

【目 的】 平成２４年２月実施予定の経済センサスー活動調査を円滑かつ正確に実施す

るため、第１次試験調査の結果等を踏まえ、調査事項及び調査票、調査方法、調

査事務について実地の検討を行い、経済センサスー活動調査の実施計画の策定に

必要な基礎資料を得る。 

【沿 革】 我が国の産業統計については、（１）産業ごと、所管府省ごとに異なる年次や

周期で調査を実施しており、既存の大規模統計調査の結果を統合しても、我が国

全体の包括的な産業統計を得ることができない、（２）ＳＯＨＯ等、調査員調査

では捕捉困難な事業所及び企業が増加、（３）第三次産業に係る統計の不足等の

状況にあることが指摘されており、ＧＤＰを推計するための基礎統計の不足等も

懸念されていた。このような状況を踏まえ、政府は、「政府統計の構造改革に向

けて」（平成１７年６月内閣府経済社会統計委員会）、「経済財政運営と構造改革

に関する基本方針２００５」（平成１７年６月閣議決定）等において、全産業分

野のすべての事業所及び企業を対象に、経済活動の実態を経理的側面からとらえ

る経済センサス（仮称）の整備を決定した。以上の決定を受け、政府部内に設置

された関係府省による「経済センサス（仮称）の創設に関する検討会」等におい

て具体的な検討が進められ、経済に関連した大規模統計調査の統廃合、簡素・合

理化を行って、平成２１年に事業所及び企業の捕捉に重点を置いた経済センサス

ー基礎調査を、平成２３年度に経理項目の把握に重点を置いた経済センサスー活

動調査を実施することが決定された 

【調査の構成】 １－経済センサスー活動調査第２次試験調査 卸売業、小売業調査票 ２

－経済センサスー活動調査第２次試験調査 学校教育調査票 ３－経済セ

ンサスー活動調査第２次試験調査 医療、福祉調査票 ４－経済センサス

ー活動調査第２次試験調査 建設業調査票 ５－経済センサスー活動調査

第２次試験調査 サービス関連産業Ａ調査票 ６－経済センサスー活動調

査第２次試験調査 サービス関連産業Ｂ１調査票 ７－経済センサスー活

動調査第２次試験調査 共通単独事業所調査票 ８－経済センサスー活動

調査第２次試験調査 企業調査票 ９－経済センサスー活動調査第２次試

験調査 企業調査票（建設業） １０－経済センサスー活動調査第２次試

験調査 企業調査票（サービス関連産業Ａ） １１－経済センサスー活動

調査第２次試験調査 共通企業調査票 １２－経済センサスー活動調査第

２次試験調査 事業所調査票（農業、林業、漁業） １３－経済センサス

ー活動調査第２次試験調査 事業所調査票（鉱工業、採石業、砂利採取業、
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製造業） １４－経済センサスー活動調査第２次試験調査 事業所調査票

（卸売業、小売業） １５－経済センサスー活動調査第２次試験調査 事

業所調査票（学校教育） １６－経済センサスー活動調査第２次試験調査 

事業所調査票（医療、福祉） １７－経済センサスー活動調査第２次試験

調査 事業所調査票（サービス関連産業Ａ） １８－経済センサスー活動

調査第２次試験調査 事業所調査票（サービス関連産業Ｂ１） １９－経

済センサスー活動調査第２次試験調査 事業所調査票（サービス関連産業

Ｂ２） ２０－経済センサスー活動調査第２次試験調査 共通事業所調査

票 ２１－経済センサスー活動調査第２次試験調査 サービス関連産業Ｂ

２調査票 

【公 表】  

※ 

【調査票名】 １－経済センサスー活動調査第２次試験調査 卸売業、小売業調査票 

【調査対象】 （地域）【一般の市区】４７都道府県５１市区、【積雪地域の調査方法の市

区】国が指定する県庁所在市以外の政令指定都市 （単位）事業所 （属性）

国が指定する調査区に所在する事業所のうち、以下の（１）及び（２）の事

業所（１）経営組織が「会社」（外国の会社を除く）、「会社以外の法人」又

は「個人経営」の「単独事業所」、（２）経営組織が「外国の会社」又は「法

人でない団体」である事業所 （抽出枠）平成２１年経済センサスー基礎調

査の準備名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，８４８ （配布）郵送・調査員・オン

ライン （取集）郵送・調査員・オンライン （記入）自計 （把握時）平

成２２年２月１日現在、従業者、資本金等については平成２１年１２月３１

日現在、売上高等の経理項目については、平成２１年１月１日から平成２１

年１２月３１日まで （系統）国→都道府県→市区→調査員→企業・団体 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１２月中旬～平成２２年３

月中旬 

【調査事項】 １．フェイス事項、２．事業の概要（１）事業所の開設時期、（２）従業

者数、３．経営組織、４資本金又は出資金・基金の額及び外国資本比率、５．

決算月、６．土地・建物の所有の有無、７．自家用自動車の所有の有無及び

所有台数、８．海外支所等の数及び海外支所等の常用雇用者数、９．設備投

資の有無及び設備投資額、１０．売上金額及び費用、１１．事業別売上金額

又は割合、１２．商品仕入の有無及び商品仕入額、１３．電子商取引の有無

及び売上金額に占める割合、１４．主な事業の内容、１５．卸売、小売の年

間商品販売額、１６．商品販売に関するその他の収入額、１７．商品手持額、

１８．チェーン組織への加盟の有無、１９．パート・アルバイトなどの８時
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間換算雇用者数、２０．小売販売額の商品販売形態別割合、２１．セルフサ

ービス方式の採用、２２．売場面積、２３．営業時間、２４．店舗形態 

※ 

【調査票名】 ２－経済センサスー活動調査第２次試験調査 学校教育調査票 

【調査対象】 （地域）【一般の市区】４７都道府県５１市区、【積雪地域の調査方法の市

区】国が指定する県庁所在市以外の政令指定都市 （単位）事業所 （属性）

国が指定する調査区に所在する事業所のうち、以下の（１）及び（２）の事

業所（１）経営組織が「会社」（外国の会社を除く）、「会社以外の法人」又

は「個人経営」の「単独事業所」、（２）経営組織が「外国の会社」又は「法

人でない団体」である事業所 （抽出枠）平成２１年経済センサスー基礎調

査の準備名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２３ （配布）郵送・調査員・オンライン 

（取集）郵送・調査員・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２２年

２月１日現在、従業者、資本金等については平成２１年１２月３１日現在、

売上高等の経理項目については、平成２１年１月１日から平成２１年１２月

３１日まで （系統）国→都道府県→市区→調査員→企業・団体 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１２月中旬～平成２２年３

月中旬 

【調査事項】 １．フェイス事項、２．事業の概要（１）事業所の開設時期、（２）従業

者数、３．経営組織、４資本金又は出資金・基金の額及び外国資本比率、５．

決算月、６．土地・建物の所有の有無、７．自家用自動車の所有の有無及び

所有台数、８．海外支所等の数及び海外支所等の常用雇用者数、９．設備投

資の有無及び設備投資額、１０．売上金額及び費用、１１．事業別売上金額

又は割合、１２．商品仕入の有無及び商品仕入額、１３．電子商取引の有無

及び売上金額に占める割合、１４．主な事業の内容、１５．学校等種別、１

６．収入額の内訳 

※ 

【調査票名】 ３－経済センサスー活動調査第２次試験調査 医療、福祉調査票 

【調査対象】 （地域）【一般の市区】４７都道府県５１市区、【積雪地域の調査方法の市

区】国が指定する県庁所在市以外の政令指定都市 （単位）事業所 （属性）

国が指定する調査区に所在する事業所のうち、以下の（１）及び（２）の事

業所（１）経営組織が「会社」（外国の会社を除く）、「会社以外の法人」又

は「個人経営」の「単独事業所」、（２）経営組織が「外国の会社」又は「法

人でない団体」である事業所 （抽出枠）平成２１年経済センサスー基礎調

査の準備名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）６１０ （配布）郵送・調査員・オンライ
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ン （取集）郵送・調査員・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２

２年２月１日現在、従業者、資本金等については平成２１年１２月３１日現

在、売上高等の経理項目については、平成２１年１月１日から平成２１年１

２月３１日まで （系統）国→都道府県→市区→調査員→企業・団体 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１２月中旬～平成２２年３

月中旬 

【調査事項】 １．フェイス事項、２．事業の概要（１）事業所の開設時期、（２）従業

者数、３．経営組織、４資本金又は出資金・基金の額及び外国資本比率、５．

決算月、６．土地・建物の所有の有無、７．自家用自動車の所有の有無及び

所有台数、８．海外支所等の数及び海外支所等の常用雇用者数、９．設備投

資の有無及び設備投資額、１０．売上金額及び費用、１１．事業別売上金額

又は割合、１２．商品仕入の有無及び商品仕入額、１３．電子商取引の有無

及び売上金額に占める割合、１４．主な事業の内容、１５．事業区分別収入

額、１６．医療、福祉の相手先別収入額の割合、１７．事業所の形態・主な

事業内容 

※ 

【調査票名】 ４－経済センサスー活動調査第２次試験調査 建設業調査票 

【調査対象】 （地域）【一般の市区】４７都道府県５１市区、【積雪地域の調査方法の市

区】国が指定する県庁所在市以外の政令指定都市 （単位）事業所 （属性）

国が指定する調査区に所在する事業所のうち、以下の（１）及び（２）の事

業所（１）経営組織が「会社」（外国の会社を除く）、「会社以外の法人」又

は「個人経営」の「単独事業所」、（２）経営組織が「外国の会社」又は「法

人でない団体」である事業所 （抽出枠）平成２１年経済センサスー基礎調

査の準備名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）５５２ （配布）郵送・調査員・オンライ

ン （取集）郵送・調査員・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２

２年２月１日現在、従業者、資本金等については平成２１年１２月３１日現

在、売上高等の経理項目については、平成２１年１月１日から平成２１年１

２月３１日まで （系統）国→都道府県→市区→調査員→企業・団体 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１２月中旬～平成２２年３

月中旬 

【調査事項】 １．フェイス事項、２．事業の概要（１）事業所の開設時期、（２）従業

者数、３．経営組織、４資本金又は出資金・基金の額及び外国資本比率、５．

決算月、６．土地・建物の所有の有無、７．自家用自動車の所有の有無及び

所有台数、８．海外支所等の数及び海外支所等の常用雇用者数、９．設備投

資の有無及び設備投資額、１０．売上金額及び費用、１１．事業別売上金額
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又は割合、１２．商品仕入の有無及び商品仕入額、１３．電子商取引の有無

及び売上金額に占める割合、１４．主な事業の内容、１５．建設業許可番号、

１６．有形固定資産、１７．業態別工事種類、１８．建設業部門従業者数、

１９．労務外注契約の従業者数、２０．建設業の労務費・人件費、２１．国

内建設工事の年間受注高、２２．国内建設工事の年間完成工事高、２３．施

行都道府県別元請完成工事高 

※ 

【調査票名】 ５－経済センサスー活動調査第２次試験調査 サービス関連産業Ａ調査票 

【調査対象】 （地域）【一般の市区】４７都道府県５１市区、【積雪地域の調査方法の市

区】国が指定する県庁所在市以外の政令指定都市 （単位）事業所 （属性）

国が指定する調査区に所在する事業所のうち、以下の（１）及び（２）の事

業所（１）経営組織が「会社」（外国の会社を除く）、「会社以外の法人」又

は「個人経営」の「単独事業所」、（２）経営組織が「外国の会社」又は「法

人でない団体」である事業所 （抽出枠）平成２１年経済センサスー基礎調

査の準備名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２４６ （配布）郵送・調査員・オンライ

ン （取集）郵送・調査員・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２

２年２月１日現在、従業者、資本金等については平成２１年１２月３１日現

在、売上高等の経理項目については、平成２１年１月１日から平成２１年１

２月３１日まで （系統）国→都道府県→市区→調査員→企業・団体 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１２月中旬～平成２２年３

月中旬 

【調査事項】 １．フェイス事項、２．事業の概要（１）事業所の開設時期、（２）従業

者数、３．経営組織、４資本金又は出資金・基金の額及び外国資本比率、５．

決算月、６．土地・建物の所有の有無、７．自家用自動車の所有の有無及び

所有台数、８．海外支所等の数及び海外支所等の常用雇用者数、９．設備投

資の有無及び設備投資額、１０．売上金額及び費用、１１．事業別売上金額

又は割合、１２．商品仕入の有無及び商品仕入額、１３．電子商取引の有無

及び売上金額に占める割合、１４．主な事業の内容、１５．金融業、保険業

の事業種類、１６．主な事業収入の内訳 

※ 

【調査票名】 ６－経済センサスー活動調査第２次試験調査 サービス関連産業Ｂ１調査

票 

【調査対象】 （地域）【一般の市区】４７都道府県５１市区、【積雪地域の調査方法の市

区】国が指定する県庁所在市以外の政令指定都市 （単位）事業所 （属性）

国が指定する調査区に所在する事業所のうち、以下の（１）及び（２）の事
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業所（１）経営組織が「会社」（外国の会社を除く）、「会社以外の法人」又

は「個人経営」の「単独事業所」、（２）経営組織が「外国の会社」又は「法

人でない団体」である事業所 （抽出枠）平成２１年経済センサスー基礎調

査の準備名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，９３２ （配布）その他 （取集）そ

の他 （記入）自計 （把握時）平成２２年２月１日現在、従業者、資本金

等については平成２１年１２月３１日現在、売上高等の経理項目については、

平成２１年１月１日から平成２１年１２月３１日まで （系統）国→都道府

県→市区→調査員→企業・団体 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１２月中旬～平成２２年３

月中旬 

【調査事項】 １．フェイス事項、２．事業の概要（１）事業所の開設時期、（２）従業

者数、３．経営組織、４資本金又は出資金・基金の額及び外国資本比率、５．

決算月、６．土地・建物の所有の有無、７．自家用自動車の所有の有無及び

所有台数、８．海外支所等の数及び海外支所等の常用雇用者数、９．設備投

資の有無及び設備投資額、１０．売上金額及び費用、１１．事業別売上金額

又は割合、１２．商品仕入の有無及び商品仕入額、１３．電子商取引の有無

及び売上金額に占める割合、１４．主な事業の内容、１５．主な事業収入の

内訳及び施設・店舗等の形態、１６．サービス関連産業の相手先別収入額の

割合、１７．特定のサービス業における同業者との契約金額割合、１８．特

定サービス業における年間取扱件数、入場者数、利用者数等、１９．「物品

賃貸業」のレンタル年間売上高及びリース年間契約高、２０．「飲食サービ

ス業」の８時間換算雇用者数、２１．「宿泊業」の収容人数、客室数 

※ 

【調査票名】 ７－経済センサスー活動調査第２次試験調査 共通単独事業所調査票 

【調査対象】 （地域）【一般の市区】４７都道府県５１市区、【積雪地域の調査方法の市

区】国が指定する県庁所在市以外の政令指定都市 （単位）事業所 （属性）

国が指定する調査区に所在する事業所のうち、以下の（１）及び（２）の事

業所（１）経営組織が「会社」（外国の会社を除く）、「会社以外の法人」又

は「個人経営」の「単独事業所」、（２）経営組織が「外国の会社」又は「法

人でない団体」である事業所 （抽出枠）平成２１年経済センサスー基礎調

査の準備名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，４９３ （配布）その他 （取集）そ

の他 （記入）自計 （把握時）平成２２年２月１日現在、従業者、資本金

等については平成２１年１２月３１日現在、売上高等の経理項目については、

平成２１年１月１日から平成２１年１２月３１日まで （系統）国→都道府



- 23 - 
 

県→市区→調査員→企業・団体 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１２月中旬～平成２２年３

月中旬 

【調査事項】 １．フェイス事項、２．事業の概要（１）事業所の開設時期、（２）従業

者数、３．経営組織、４資本金又は出資金・基金の額及び外国資本比率、５．

決算月、６．土地・建物の所有の有無、７．自家用自動車の所有の有無及び

所有台数、８．海外支所等の数及び海外支所等の常用雇用者数、９．設備投

資の有無及び設備投資額、１０．売上金額及び費用、１１．事業別売上金額

又は割合、１２．商品仕入の有無及び商品仕入額、１３．電子商取引の有無

及び売上金額に占める割合、１４．主な事業の内容 

※ 

【調査票名】 ８－経済センサスー活動調査第２次試験調査 企業調査票 

【調査対象】 （地域）【全国】 （単位）企業 （属性）国が指定する企業・団体（経

営組織が「会社」（外国の会社を除く）及び「会社以外の法人」で本所・支

所の別が「本所・本社・本店」の事業所及びこれらの支所・支社・支店 （抽

出枠）平成２１年経済センサスー基礎調査の準備名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）７４３ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２２年２月１日現在、

従業者、資本金等については平成２１年１２月３１日現在、売上高等の経理

項目については、平成２１年１月１日から平成２１年１２月３１日まで 

（系統）国→都道府県→企業・団体、国→企業・団体 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年１月中旬～平成２２年３月

中旬 

【調査事項】 １．名称及び電話番号、２．所在地、３．経営組織、４資本金又は出資金・

基金の額及び外国資本比率、５．決算月、６．持株会社か否か、７．土地・

建物の所有の有無、８．海外支所等の数及び海外支所等の常用雇用者数、９．

電子商取引の有無及び売上（収入）金額に占める割合、１０．自家用自動車

の所有の有無及び所有台数、１１．設備投資の有無及び設備投資額、１２．

企業全体の売上（収入）金額、１３．企業全体の営業費用及び費用内訳、１

４．企業全体の事業別売上（収入）金額、１５．商品仕入の有無及び商品仕

入額 

※ 

【調査票名】 ９－経済センサスー活動調査第２次試験調査 企業調査票（建設業） 

【調査対象】 （地域）【全国】 （単位）企業 （属性）国が指定する企業・団体（経

営組織が「会社」（外国の会社を除く）及び「会社以外の法人」で本所・支

所の別が「本所・本社・本店」の事業所及びこれらの支所・支社・支店 （抽
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出枠）平成２１年経済センサスー基礎調査の準備名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）９３ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２２年２月１日現在、従

業者、資本金等については平成２１年１２月３１日現在、売上高等の経理項

目については、平成２１年１月１日から平成２１年１２月３１日まで （系

統）国→都道府県→企業・団体、国→企業・団体 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年１月中旬～平成２２年３月

中旬 

【調査事項】 １．名称及び電話番号、２．所在地、３．経営組織、４資本金又は出資金・

基金の額及び外国資本比率、５．決算月、６．持株会社か否か、７．土地・

建物の所有の有無、８．海外支所等の数及び海外支所等の常用雇用者数、９．

電子商取引の有無及び売上（収入）金額に占める割合、１０．自家用自動車

の所有の有無及び所有台数、１１．設備投資の有無及び設備投資額、１２．

企業全体の売上（収入）金額、１３．企業全体の営業費用及び費用内訳、１

４．企業全体の事業別売上（収入）金額、１５．商品仕入の有無及び商品仕

入額、１６．建設許可番号、１７．有形固定資産、１８．業態別工事種類、

１９．建設業部門別従業者数、２０．労務外注契約の従業者数、２１．建設

業の労務費・人件費、２２．国内建設工事の年間受注高、２３．国内建設工

事の年間完成工事高、２４．施工都道府県別元請完成工事高 

※ 

【調査票名】 １０－経済センサスー活動調査第２次試験調査 企業調査票（サービス関

連産業Ａ） 

【調査対象】 （地域）【全国】 （単位）企業 （属性）国が指定する企業・団体（経

営組織が「会社」（外国の会社を除く）及び「会社以外の法人」で本所・支

所の別が「本所・本社・本店」の事業所及びこれらの支所・支社・支店 （抽

出枠）平成２１年経済センサスー基礎調査の準備名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１９４ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２２年２月１日現在、

従業者、資本金等については平成２１年１２月３１日現在、売上高等の経理

項目については、平成２１年１月１日から平成２１年１２月３１日まで 

（系統）国→都道府県→企業・団体、国→企業・団体 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年１月中旬～平成２２年３月

中旬 

【調査事項】 １．名称及び電話番号、２．所在地、３．経営組織、４資本金又は出資金・

基金の額及び外国資本比率、５．決算月、６．持株会社か否か、７．土地・

建物の所有の有無、８．海外支所等の数及び海外支所等の常用雇用者数、９．
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電子商取引の有無及び売上（収入）金額に占める割合、１０．自家用自動車

の所有の有無及び所有台数、１１．設備投資の有無及び設備投資額、１２．

企業全体の売上（収入）金額、１３．企業全体の営業費用及び費用内訳、１

４．企業全体の事業別売上（収入）金額、１５．商品仕入の有無及び商品仕

入額、１６．企業全体の主な事業収入内訳、１７．金融業、保険業の事業種

類 

※ 

【調査票名】 １１－経済センサスー活動調査第２次試験調査 共通企業調査票 

【調査対象】 （地域）調査員・市区による調査【一般の市区】４７都道府県５１市区、

【積雪地域の調査方法の市区】国が指定する県庁所在市以外の政令指定都市、

都道府県・国による調査【全国】 （単位）企業 （属性）「調査員・市区

による調査」国が指定する調査区に所在する事業所のうち、経営組織が「会

社」（外国の会社を除く）、「会社以外の法人」又は「個人経営」の、、準備名

簿に記載の無い「本訴・本社・本店」の事業所（新設の本所等）及びその事

業所の支所・支社・支店、「都道府県・国による調査」国が指定する企業・

団体（経営組織が「会社」（外国の会社を除く）及び「会社以外の法人」で

本所・支所の別が「本所・本社・本店」の事業所及びこれらの支所・支社・

支店 （抽出枠）平成２１年経済センサスー基礎調査の準備名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１３４ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２２年２月１日現在、

従業者、資本金等については平成２１年１２月３１日現在、売上高等の経理

項目については、平成２１年１月１日から平成２１年１２月３１日まで 

（系統）国→都道府県→市区→調査員→企業・団体、国→都道府県→企業・

団体、国→企業・団体 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１２月中旬～平成２２年３

月中旬（調査員・市区による調査）、平成２２年１月中旬～平成２２年３

月中旬（都道府県・国による調査） 

【調査事項】 １．名称及び電話番号、２．所在地、３．経営組織、４資本金又は出資金・

基金の額及び外国資本比率、５．決算月、６．持株会社か否か、７．土地・

建物の所有の有無、８．海外支所等の数及び海外支所等の常用雇用者数、９．

電子商取引の有無及び売上（収入）金額に占める割合、１０．自家用自動車

の所有の有無及び所有台数、１１．設備投資の有無及び設備投資額、１２．

企業全体の売上（収入）金額、１３．企業全体の営業費用及び費用内訳、１

４．企業全体の事業別売上（収入）金額、１５．商品仕入の有無及び商品仕

入額、１６．主な事業の内容 

※ 
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【調査票名】 １２－経済センサスー活動調査第２次試験調査 事業所調査票（農業、林

業、漁業） 

【調査対象】 （地域）【全国】 （単位）事業所 （属性）国が指定する企業・団体（経

営組織が「会社」（外国の会社を除く）及び「会社以外の法人」で本所・支

所の別が「本所・本社・本店」の事業所及びこれらの支所・支社・支店 （抽

出枠）平成２１年経済センサスー基礎調査の準備名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１３９ （配布）郵送・調査員・オンライ

ン （取集）郵送・調査員・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２

２年２月１日現在、従業者、資本金等については平成２１年１２月３１日現

在、売上高等の経理項目については、平成２１年１月１日から平成２１年１

２月３１日まで （系統）国→都道府県→企業・団体、国→企業・団体 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年１月中旬～平成２２年３月

中旬 

【調査事項】 １．名称及び電話番号、２．所在地、３．本所・本社・本店か否か、４．

開設時期、５．従業者数、６．売上（収入）金額、７．事業別売上（収入）

金額、８．管理・補助的業務、９．事業所の主な事業の内容、１０．事業所

の主な事業収入の内訳 

※ 

【調査票名】 １３－経済センサスー活動調査第２次試験調査 事業所調査票（鉱工業、

採石業、砂利採取業、製造業） 

【調査対象】 （地域）【全国】 （単位）事業所 （属性）国が指定する企業・団体（経

営組織が「会社」（外国の会社を除く）及び「会社以外の法人」で本所・支

所の別が「本所・本社・本店」の事業所及びこれらの支所・支社・支店 （抽

出枠）平成２１年経済センサスー基礎調査の準備名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）３２０ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２２年２月１日現在、

従業者、資本金等については平成２１年１２月３１日現在、売上高等の経理

項目については、平成２１年１月１日から平成２１年１２月３１日まで 

（系統）国→都道府県→企業・団体、国→企業・団体 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年１月中旬～平成２２年３月

中旬 

【調査事項】 １．名称及び電話番号、２．所在地、３．本所・本社・本店か否か、４．

開設時期、５．従業者数、６．売上（収入）金額、７．事業別売上（収入）

金額、８．管理補助的業務、９．事業所の主な事業の内容、１０．製造事業

所の従業者数、１１．常用労働者毎月末現在数の合計、１２．現金給与総額、

１３．原材料、燃料、電力の使用額、委託生産費等（年間）、１４．有形固
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定資産、１５．リース契約による契約額及び支払額、１６．製造品在庫額、

半製品、仕掛品の価額及び原材料、燃料の在庫額、１７．製造業の製造出荷

額、在庫額等、鉱業の鉱業品生産額等、１８．酒税、たばこ税、揮発油税及

び地方揮発油税の合計額、１９．製造品出荷額等に占める直接輸出額の割合、

２０．主要原材料名、２１． 工業用地及び工業用水、２２．作業工程 

※ 

【調査票名】 １４－経済センサスー活動調査第２次試験調査 事業所調査票（卸売業、

小売業） 

【調査対象】 （地域）【全国】 （単位）事業所 （属性）国が指定する企業・団体（経

営組織が「会社」（外国の会社を除く）及び「会社以外の法人」で本所・支

所の別が「本所・本社・本店」の事業所及びこれらの支所・支社・支店 （抽

出枠）平成２１年経済センサスー基礎調査の準備名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２，０４５ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２２年２月１日現在、

従業者、資本金等については平成２１年１２月３１日現在、売上高等の経理

項目については、平成２１年１月１日から平成２１年１２月３１日まで 

（系統）国→都道府県→企業・団体、国→企業・団体 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年１月中旬～平成２２年３月

中旬 

【調査事項】 １．名称及び電話番号、２．所在地、３．本所・本社・本店か否か、４．

開設時期、５．従業者数、６．売上（収入）金額、７．事業別売上（収入）

金額、８．管理・補助的業務、９．事業所の主な事業の内容、１０年間商品

販売額等、１１．商品手持額、１２．チェーン組織への加盟の有無、１３．

パート・アルバイトなどの８時間換算雇用者数、１４．小売販売額の商品販

売形態別割合、１５．セルフサービス方式の採用、１６．売場面積、１７．

営業時間等、１８．店舗形態 

※ 

【調査票名】 １５－経済センサスー活動調査第２次試験調査 事業所調査票（学校教育） 

【調査対象】 （地域）【全国】 （単位）事業所 （属性）国が指定する企業・団体（経

営組織が「会社」（外国の会社を除く）及び「会社以外の法人」で本所・支

所の別が「本所・本社・本店」の事業所及びこれらの支所・支社・支店 （抽

出枠）平成２１年経済センサスー基礎調査の準備名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１００ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２２年２月１日現在、

従業者、資本金等については平成２１年１２月３１日現在、売上高等の経理

項目については、平成２１年１月１日から平成２１年１２月３１日まで 
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（系統）国→都道府県→企業・団体、国→企業・団体 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年１月中旬～平成２２年３月

中旬 

【調査事項】 １．名称及び電話番号、２．所在地、３．本所・本社・本店か否か、４．

開設時期、５．管理・補助的業務、６．従業者数、７学校等種類、８．収入

額 

※ 

【調査票名】 １６－経済センサスー活動調査第２次試験調査 事業所調査票（医療、福

祉） 

【調査対象】 （地域）【全国】 （単位）事業所 （属性）調査員・市区による調査（国

が指定する調査区に所在する事業所んおうち、以下の（１））及び（２）の

事業所（１）経営組織が「会社」（外国の会社を除く）、「会社以外の法人」

又は『個人経営」の「単独事業所」、準備名簿に記載の無い「支所・支社・

支店」の事業所（新設の支所等）、準備名簿に記載の無い「本訴・本社・本

店」の事業所（新設の本所等）及びその事業所の支所・支社・支店、（２）

経営組織が「外国の会社」又は「法人でない団体」である事業所、都道府県・

国による調査（国が指定する企業・団体（経営組織が「会社」（外国の会社

を除く）及び「会社以外の法人」で本所・支所の別が「本所・本社・本店」

の事業所及びこれらの支所・支社・支店） （抽出枠）平成２１年経済セン

サスー基礎調査の準備名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２５０ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２２年２月１日現在、

従業者、資本金等については平成２１年１２月３１日現在、売上高等の経理

項目については、平成２１年１月１日から平成２１年１２月３１日まで 

（系統）国→都道府県→企業・団体、国→企業・団体 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年１月中旬～平成２２年３月

中旬 

【調査事項】 １．名称及び電話番号、２．所在地、３．本所・本社・本店か否か、４．

開設時期、５．従業者数、６．売上（収入）金額、７．事業別売上（収入）

金額、８．管理・補助的業務、９．事業所の主な事業の内容、１０．事業区

分別収入額、１１．事業所の形態・主な事業内容、１２．医療、福祉の相手

先別収入額の割合、 

※ 

【調査票名】 １７－経済センサスー活動調査第２次試験調査 事業所調査票（サービス

関連産業Ａ） 

【調査対象】 （地域）【全国】 （単位）事業所 （属性）国が指定する企業・団体（経
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営組織が「会社」（外国の会社を除く）及び「会社以外の法人」で本所・支

所の別が「本所・本社・本店」の事業所及びこれらの支所・支社・支店 （抽

出枠）平成２１年経済センサスー基礎調査の準備名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，３５０ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２２年２月１日現在、

従業者、資本金等については平成２１年１２月３１日現在、売上高等の経理

項目については、平成２１年１月１日から平成２１年１２月３１日まで 

（系統）国→都道府県→企業・団体、国→企業・団体 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年１月中旬～平成２２年３月

中旬 

【調査事項】 １．名称及び電話番号、２．所在地、３．本所・本社・本店か否か、４．

開設時期、５．管理・補助的業務、６．従業者数、７．事業の種類 

※ 

【調査票名】 １８－経済センサスー活動調査第２次試験調査 事業所調査票（サービス

関連産業Ｂ１） 

【調査対象】 （地域）【全国】 （単位）事業所 （属性）国が指定する企業・団体（経

営組織が「会社」（外国の会社を除く）及び「会社以外の法人」で本所・支

所の別が「本所・本社・本店」の事業所及びこれらの支所・支社・支店 （抽

出枠）平成２１年経済センサスー基礎調査の準備名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，２８３ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２２年２月１日現在、

従業者、資本金等については平成２１年１２月３１日現在、売上高等の経理

項目については、平成２１年１月１日から平成２１年１２月３１日まで 

（系統）国→都道府県→企業・団体、国→企業・団体 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年１月中旬～平成２２年３月

中旬 

【調査事項】 １．名称及び電話番号、２．所在地、３．本所・本社・本店か否か、４．

開設時期、５．従業者数、６．売上（収入）金額、７．事業別売上（収入）

金額、８．管理・補助的業務、９．事業所の主な事業の内容、１０．事業所

の主な事業収入の内訳及び施設・店舗等の形態、１１．相手先別収入額の割

合、１２．特定のサービス業における同業者との契約金額割合、１３．特定

のサービス業における年間取扱件数、入場者数、利用者数等、１４．「物品

賃貸業」のレンタル年間売上高及びリース年間契約高、１５．「飲食サービ

ス業」の８時間換算雇用者数、１６．「宿泊業」の収容人数、客室数 

※ 

【調査票名】 １９－経済センサスー活動調査第２次試験調査 事業所調査票（サービス
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関連産業Ｂ２） 

【調査対象】 （地域）【全国】 （単位）事業所 （属性）国が指定する企業・団体（経

営組織が「会社」（外国の会社を除く）及び「会社以外の法人」で本所・支

所の別が「本所・本社・本店」の事業所及びこれらの支所・支社・支店 （抽

出枠）平成２１年経済センサスー基礎調査の準備名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，３４４ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２２年２月１日現在、

従業者、資本金等については平成２１年１２月３１日現在、売上高等の経理

項目については、平成２１年１月１日から平成２１年１２月３１日まで 

（系統）国→都道府県→企業・団体、国→企業・団体 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年１月中旬～平成２２年３月

中旬 

【調査事項】 １．名称及び電話番号、２．所在地、３．本所・本社・本店か否か、４．

開設時期、５．従業者数、６．売上（収入）金額、７．事業別売上（収入）

金額、８．管理・補助的業務、９．事業所の主な事業の内容、１０．事業所

の主な事業収入の内訳及び施設・店舗等の形態、１１．相手先別収入額の割

合、１２．特定のサービス業における同業者との契約金額割合、１３．特定

のサービス業における年間取扱件数、入場者数、利用者数等、１４．「物品

賃貸業」のレンタル年間売上高及びリース年間契約高、１５．「飲食サービ

ス業」の８時間換算雇用者数、１６．「宿泊業」の収容人数、客室数 

※ 

【調査票名】 ２０－経済センサスー活動調査第２次試験調査 共通事業所調査票 

【調査対象】 （地域）調査員・市区による調査【一般の市区】４７都道府県５１市区、

【積雪地域の調査方法の市区】国が指定する県庁所在市以外の政令指定都市、

都道府県・国による調査【全国】 （単位）事業所 （属性）「調査員・市

区による調査」国が指定する調査区に所在する事業所のうち、以下の事業所

（１）経営組織が「会社」（外国の会社を除く）、「会社以外の法人」又は「個

人経営」の、準備名簿に記載の無い「支所・支社・支店」の事業所（新設の

支所等）、準備名簿に記載の無い「本訴・本社・本店」の事業所（新設の本

所等）及びその事業所の支所・支社・支店、「都道府県・国による調査」国

が指定する企業・団体（経営組織が「会社」（外国の会社を除く）及び「会

社以外の法人」で本所・支所の別が「本所・本社・本店」の事業所及びこれ

らの支所・支社・支店 （抽出枠）平成２１年経済センサスー基礎調査の準

備名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）７３６ （配布）郵送・調査員・オンライ

ン （取集）郵送・調査員・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２
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２年２月１日現在、従業者、資本金等については平成２１年１２月３１日現

在、売上高等の経理項目については、平成２１年１月１日から平成２１年１

２月３１日まで （系統）国→都道府県→市区→調査員→企業・団体、国→

都道府県→企業・団体、国→企業・団体 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１２月中旬～平成２２年３

月中旬（調査員・市区による調査）、平成２２年１月中旬～平成２２年３

月中旬（都道府県・国による調査） 

【調査事項】 １．名称及び電話番号、２．所在地、３．本所・本社・本店か否か、４．

開設時期、５．管理・補助的業務、６．従業者数、７．事業の種類、８．売

上（収入）の金額、９．事業別売上（収入）金額、１０．主な事業内容 

※ 

【調査票名】 ２１－経済センサスー活動調査第２次試験調査 サービス関連産業Ｂ２調

査票 

【調査対象】 （地域）【一般の市区】４７都道府県５１市区、【積雪地域の調査方法の市

区】国が指定する県庁所在市以外の政令指定都市 （単位）事業所 （属性）

国が指定する調査区に所在する事業所のうち、以下の（１）及び（２）の事

業所（１）経営組織が「会社」（外国の会社を除く）、「会社以外の法人」又

は「個人経営」の「単独事業所」、準備名簿に記載の無い「支所・支社・支

店」の事業所（新設の支所等）、準備名簿に記載の無い「本訴・本社・本店」

の事業所（新設の本所等）及びその事業所の支所・支社・支店、（２）経営

組織が「外国の会社」又は「法人でない団体」である事業所 （抽出枠）平

成２１年経済センサスー基礎調査の準備名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，９１９ （配布）郵送・調査員・オン

ライン （取集）郵送・調査員・オンライン （記入）自計 （把握時）平

成２２年２月１日現在、従業者、資本金等については平成２１年１２月３１

日現在、売上高等の経理項目については、平成２１年１月１日から平成２１

年１２月３１日まで （系統）国→都道府県→市区→調査員→企業・団体 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１２月中旬～平成２２年３

月中旬 

【調査事項】 １．フェイス事項、２．事業の概要（１）事業所の開設時期、（２）従業

者数、３．経営組織、４資本金又は出資金・基金の額及び外国資本比率、５．

決算月、６．土地・建物の所有の有無、７．自家用自動車の所有の有無及び

所有台数、８．海外支所等の数及び海外支所等の常用雇用者数、９．設備投

資の有無及び設備投資額、１０．売上金額及び費用、１１．事業別売上金額

又は割合、１２．商品仕入の有無及び商品仕入額、１３．電子商取引の有無

及び売上金額に占める割合、１４．主な事業の内容、１５．主な事業収入の
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内訳及び施設・店舗等の形態、１６．相手先別収入額の割合、１７．特定の

サービス業における同業者との契約金額割合、１８．特定のサービス業にお

ける年間取扱件数、入場者数、利用者数等、１９．「物品賃貸業」のレンタ

ル年間売上高及びリース年間契約高、２０．「飲食サービス業」の８時間換

算雇用者数、２１．「宿泊業」の収容人数、客室数 
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【調査名】 介護従事者処遇状況等調査 

【承認年月日】 平成２１年９月８日 

【実施機関】 厚生労働省老健局老人保健課 

【目 的】 平成２１年４月の介護報酬改定が介護サービス施設・事業所における介護従

事者の処遇に与えた影響について調査することにより，介護報酬改定の趣旨が介

護従事者の処遇に的確に反映されているか検証するための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－介護老人福祉施設票 ２－介護老人保健施設票 ３－介護療養型医

療施設票 ４－訪問介護事業所票 ５－通所介護事業所票 ６－認知症対

応型共同介護事業所票 ７－居宅介護支援事業所票 

【公 表】 厚生労働省ホームページ（概況：平成２２年３月，結果表：平成２２年４月） 

※ 

【調査票名】 １－介護老人福祉施設票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）施設 （属性）介護老人福祉施設 （抽出枠）介

護施設の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，４８０／５，８９２ （配布）郵送 

（取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２１年９月 （系

統）厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）調査票の配布開始：１０月１日，調査

票の提出期限：１０月３１日 

【調査事項】 １．施設に関する設問（給与等の引き上げ状況，介護従事者の処遇状況，

収支の状況，加算の取得状況，利用者数，職員数 等），２．従事者に関す

る設問（性別，年齢，勤続年数，勤務形態，労働時間，資格の取得状況，兼

務の状況，基本給額，一時金額 等） 

※ 

【調査票名】 ２－介護老人保健施設票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）施設 （属性）介護老人保健施設 （抽出枠）介

護施設の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８６０／３，４３５ （配布）郵送 （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２１年９月 （系統）

厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）調査票の配布開始：１０月１日，調査票の提出期限：１０月３

１日 （実施期日） 

【調査事項】 １．施設に関する設問（給与等の引き上げ状況，介護従事者の処遇状況，

収支の状況，加算の取得状況，利用者数，職員数 等），２．従事者に関す

る設問（性別，年齢，勤続年数，勤務形態，労働時間，資格の取得状況，兼

務の状況，基本給額，一時金額 等） 
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※ 

【調査票名】 ３－介護療養型医療施設票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）施設 （属性）介護療養型医療施設 （抽出枠）

介護施設の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６５０／２，６０８ （配布）郵送 （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２１年９月 （系統）

厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）調査票の配布開始：１０月１日，調査

票の提出期限：１０月３１日 

【調査事項】 １．施設に関する設問（給与等の引き上げ状況，介護従事者の処遇状況，

収支の状況，加算の取得状況，利用者数，職員数 等），２．従事者に関す

る設問（性別，年齢，勤続年数，勤務形態，労働時間，資格の取得状況，兼

務の状況，基本給額，一時金額 等） 

※ 

【調査票名】 ４－訪問介護事業所票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）訪問介護事業所 （抽出枠）介

護事業所の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０６０／２１，０６９ （配布）郵

送 （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２１年９月 

（系統）厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）調査票の配布開始：１０月１日，調査

票の提出期限：１０月３１日 

【調査事項】 １．事業所に関する設問（給与等の引き上げ状況，介護従事者の処遇状況，

収支の状況，加算の取得状況，利用者数，職員数 等），２．従事者に関す

る設問（性別，年齢，勤続年数，勤務形態，労働時間，資格の取得状況，兼

務の状況，基本給額，一時金額 等） 

※ 

【調査票名】 ５－通所介護事業所票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）通所介護事業所 （抽出枠）介

護事業所の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０５０／２０，９９７ （配布）郵

送 （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２１年９月 

（系統）厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）調査票の配布開始：１０月１日，調査

票の提出期限：１０月３１日 

【調査事項】 １．事業所に関する設問（給与等の引き上げ状況，介護従事者の処遇状況，
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収支の状況，加算の取得状況，利用者数，職員数 等），２．従事者に関す

る設問（性別，年齢，勤続年数，勤務形態，労働時間，資格の取得状況，兼

務の状況，基本給額，一時金額 等） 

※ 

【調査票名】 ６－認知症対応型共同介護事業所票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）認知症対応型共同介護事業所 （抽

出枠）介護事業所の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８８０／８，８１８ （配布）郵送 （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時） （系統）厚生労働省－

民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）調査票の配布開始：１０月１日，調査

票の提出期限：１０月３１日 

【調査事項】 １．事業所に関する設問（給与等の引き上げ状況，介護従事者の処遇状況，

収支の状況，加算の取得状況，利用者数，職員数 等），２．従事者に関す

る設問（性別，年齢，勤続年数，勤務形態，労働時間，資格の取得状況，兼

務の状況，基本給額，一時金額 等） 

※ 

【調査票名】 ７－居宅介護支援事業所票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）居宅介護支援事業所 （抽出枠）

介護事業所の名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，４００／２８，２４８ （配布）郵

送 （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時） （系統）厚生

労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）調査票の配布開始：１０月１日，調査

票の提出期限：１０月３１日 

【調査事項】 １．事業所に関する設問（給与等の引き上げ状況，介護従事者の処遇状況，

収支の状況，加算の取得状況，利用者数，職員数 等），２．従事者に関す

る設問（性別，年齢，勤続年数，勤務形態，労働時間，資格の取得状況，兼

務の状況，基本給額，一時金額 等） 
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【調査名】 情報処理実態調査 

【承認年月日】 平成２１年９月１０日 

【実施機関】 経済産業省商務情報政策局情報経済課 

【目 的】 民間企業における情報処理の実態を把握し，ＩＴ施策の基礎資料を得る。 

【沿 革】 昭和４４年から毎年実施されている。 

【調査の構成】 １－情報処理実態調査票 

【公 表】 ＨＰにて公表（毎年６月） 

※ 

【調査票名】 １－情報処理実態調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業，事業団体，学校等 （属性）外国公務、国

家公務、地方公務、分類不能の産業を除く全産業の企業又は事業団体で、資

本金３０００万円以上かつ総従業者５０人以上の企業又は事業団体 （抽出

枠）経済産業省企業活動基本調査名簿及び帝国データバンク名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）９，５００／４２，０００ （配布）郵

送・オンライン （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年３月

３１日現在 （系統）経済産業省→民間調査機関→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１２月中旬 

【調査事項】 １．企業又は事業団体の概要（企業名、所在地、経営組織の分類、資本金

額又は出資金額、年間事業収入、従業者数），２．ＩＴ投資効果を左右する

要因の状況、（１）情報処理要員の状況，（２）ＣＩＯの選任状況，（３）Ｉ

Ｔ人材育成、（４）受発注システムと他の業務システムの連携状況、（５）Ｉ

Ｔ投資効果の状況、３．ＥＣ（電子商取引）の状況、（１）ＢｔｏＢ，Ｂｔ

ｏＧ及び業務連携の状況，（２）ＥＤＩの利用状況，（３）ＥＣの取引高、４．

情報処理関係支出の状況，（１）情報処理関係支出の現状、（２）業務領域別

情報システムの取り組み状況、５．情報基盤強化税制の利用状況、６．情報

セキュリティの状況、（１）情報セキュリティの現状、（２）情報セキュリテ

ィの対策状況及び効果、（３）情報セキュリティ対策の阻害要因、（４）情報

セキュリティ対策費用、７．電子タグの取り組み状況 
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【調査名】 企業の土地取得状況等に関する調査 

【承認年月日】 平成２１年９月１０日 

【実施機関】 国土交通省土地・水資源局土地市場課 

【目 的】 法人による土地の取得，保有及び利用の状況を明らかにすることにより，今

後の土地対策のための基礎資料を得る。 

【沿 革】 第１回調査は，昭和４７年に東証上場約１，３００社を対象に実施されたが

第２回調査から資本金１億円以上の企業を対象に実施され，第１回及び第２回調

査は建設省において，第３回調査からは，国土庁の発足に伴い国土庁において実

施された。なお，「企業の土地取得状況等に関する調査票Ｂ」については，昭和

５６年度調査をもって廃止され，「企業の土地取得状況等に関する調査票」に一

本化されている。また，平成５年度は，土地基本調査（承認統計調査）の実施に

伴い，本調査を休止し，土地基本調査の中に本調査の必要事項を追加して行った。

また，平成１０年度、１５年度及び２０年度は，法人土地基本調査（指定統計第

１２１号を作成するための調査）の実施に伴い，本調査の調査客体全部（資本金

１億円以上の法人）と法人土地基本調査の調査客体のうち資本金１億円以上の法

人の部分とが重複するため，重複する調査事項について本調査の側で削除（平成

１０年度、１５年度及び２０年度だけ休止）する措置を講じている。 

【調査の構成】 １－企業の土地取得状況等に関する調査 調査票 

【公 表】 「調査結果報告書」配布及び国土交通省土地・水資源局のＨＰ公表（調査実

施年の翌年３月末） 

※ 

【調査票名】 １－企業の土地取得状況等に関する調査 調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）資本金、出資金または基金の額が

１億円以上の会社法人及び相互会社 （抽出枠）法人土地基本調査名簿、帝

国データバンクのデータ 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３５，０００ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年１月１日現在 （系

統）国土交通省（土地・水資源局土地市場課）→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１１月上旬から１２月上旬まで 

【調査事項】 １．法人の概要、２．土地の所有状況について、３．所有する土地の面積、

４．取得・売却などした土地の面積、帳簿価格および売買区画数、５．所有

する土地の都道府県別資産別面積および未利用地の面積 
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【調査名】 保険医療材料等使用状況調査 

【承認年月日】 平成２１年９月１１日 

【実施機関】 厚生労働省保険局医療課 

【目 的】 医療材料の使用状況及び実勢価格を把握し，診療報酬改定の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－包括医療材料購入価格等調査票（在宅分） ２－医療機器購入価格

等調査票（在宅分） ３－包括医療材料購入価格等調査票（在宅以外） ４

－医療機器購入価格等調査票（在宅以外） 

【公 表】 非公表とする。 

※ 

【調査票名】 １－包括医療材料購入価格等調査票（在宅分） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）在宅時医学管理又は在宅患者訪

問診療を１か月に２０件以上行っておりかつ，内科又は呼吸器科を標榜して

いる一般診療所 （抽出枠）医療施設調査 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，４１０ （配布）郵送 （取集）郵送・

オンライン・ファクシミリ （記入）自計 （把握時）西暦奇数年の７月１

日～７月３１日 （系統）厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）調査票の配布開始：西暦奇数年の９月中旬，

調査票の回収期限：西暦奇数年の１０月中旬 

【調査事項】 医療材料の種類，単価，使用個数 

※ 

【調査票名】 ２－医療機器購入価格等調査票（在宅分） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）在宅時医学管理又は在宅患者訪

問診療を１か月に２０件以上行っておりかつ，内科又は呼吸器科を標榜して

いる一般診療所 （抽出枠）医療施設調査 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，４１０ （配布）郵送 （取集）郵送・

オンライン・ファクシミリ （記入）自計 （把握時）西暦奇数年の７月１

日～７月３１日 （系統）厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）調査票の配布開始：西暦奇数年の９月中旬，

調査票の回収期限：西暦奇数年の１０月中旬 

【調査事項】 セット品での購入の有無，医療機器の種類，購入・リース・レンタル単価，

購入・契約個数，使用個数，契約内容等 

※ 

【調査票名】 ３－包括医療材料購入価格等調査票（在宅以外） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）放射線治療施設を有し，かつ一

般病床が２００床以上の一般病院 （抽出枠）医療施設調査 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）６４５ （配布）郵送 （取集）郵送・オ
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ンライン・ファクシミリ （記入）自計 （把握時）西暦奇数年の７月１日

～７月３１日 （系統）厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）調査票の配布開始：西暦奇数年の９月中旬，

調査票の回収期限：西暦奇数年の１０月中旬 

【調査事項】 医療材料の種類，単価，使用個数等 

※ 

【調査票名】 ４－医療機器購入価格等調査票（在宅以外） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）放射線治療施設を有し，かつ一

般病床が２００床以上の一般病院 （抽出枠）医療施設調査 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）６４５ （配布）郵送 （取集）郵送・オ

ンライン・ファクシミリ （記入）自計 （把握時）西暦奇数年の７月１日

～７月３１日 （系統）厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）調査票の配布開始：西暦奇数年の９月中旬，

調査票の回収期限：西暦奇数年の１０月中旬 

【調査事項】 購入の有無，医療機器の種類，購入・リース・レンタル単価，購入・契約

個数，使用したのべ患者数等 
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【調査名】 高等学校卒業（予定）者の就職（内定）状況に関する調査 

【承認年月日】 平成２１年９月１７日 

【実施機関】 文部科学省初等中等教育局児童生徒課 

【目 的】 当該年度３月に高等学校及び中等教育学校を卒業する生徒の就職内定状況（当

該年度１０月末現在，１２月末現在）及び決定状況（当該年度３月末現在）を把

握し，進路指導上の参考資料を得る。 

【調査の構成】 １－国立高等学校卒業（予定）者の就職（内定）状況に関する調査票 ２

－公立高等学校卒業（予定）者の就職（内定）状況に関する調査票 ３－

私立高等学校卒業（予定）者の就職（内定）状況に関する調査票 

【公 表】 文部科学省ホームページ（毎年１２月，２月，５月頃） 

※ 

【調査票名】 １－国立高等学校卒業（予定）者の就職（内定）状況に関する調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）国立高等学校及び中等教育学校 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１９ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年１０月末，１２月末，３月

末現在 （系統）文部科学省→国立大学法人→国立大学法人附属高等学校・

中等教育学校 

【周期・期日】 （周期）年３回 （実施期日）調査実施期間：毎年１０月中頃～３月３

１日，調査票の提出期限：毎年１１月１５日，１月１５日，４月１５日 

【調査事項】 毎年度３月卒業（予定）者数，就職希望者数，就職（内定）者数 

※ 

【調査票名】 ２－公立高等学校卒業（予定）者の就職（内定）状況に関する調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）公立高等学校及び中等教育学校 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，９２７ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年１０月末，１２月末，

３月末現在 （系統）文部科学省→都道府県教育委員会→市（区）町村教育

委員会→公立高等学校・中等教育学校 

【周期・期日】 （周期）年３回 （実施期日）調査実施期間：毎年１０月中頃～３月３

１日，調査票の提出期限：毎年１１月１５日，１月１５日，４月１５日 

【調査事項】 毎年度３月卒業（予定）者数，就職希望者数，就職（内定）者数 

※ 

【調査票名】 ３－私立高等学校卒業（予定）者の就職（内定）状況に関する調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）学校 （属性）私立高等学校及び中等教育学校 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，３３４ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年１０月末，１２月末，

３月末現在 （系統）文部科学省→都道府県知事部局→私立高等学校・中等
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教育学校 

【周期・期日】 （周期）年３回 （実施期日）調査実施期間：毎年１０月中頃～３月３

１日，調査票の提出期限：毎年１１月１５日，１月１５日，４月１５日 

【調査事項】 毎年度３月卒業（予定）者数，就職希望者数，就職（内定）者数 
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【調査名】 航空旅客動態調査 

【承認年月日】 平成２１年９月１８日 

【実施機関】 国土交通省航空局空港部計画課 

【目 的】 国内航空旅客の流動パターン，旅行目的、個人属性等の基礎的調査を行うと

ともに，空港のアクセス・イグレスの実態，航空利用者の意識、航空運賃の実態

等を調査し，もって，空港整備事業に資することを目的とする。 

【沿 革】 本統計調査は昭和４８年に開始された。 

【調査の構成】 １－航空旅客動態調査票 

【公 表】 調査年の翌年までに公表 

※ 

【調査票名】 １－航空旅客動態調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）調査当日（調査年の１０月の平日・

休日各１日）に国内定期便及び定時運航する不定期便を利用する旅客。 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５６０，０００ （配布）調査員 （取集）調

査員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）国土交通省→民間事

業者（請負業者）→航空会社→報告者 

【周期・期日】 （周期）２年（ただし平成２２年度は実施） （実施期日）１０月の平

日・休日各１日 

【調査事項】 １．出発空港，２．出発地，３．出発地から空港までの行程（利用した交

通機関、所要時間、交通費、出発空港へ到着した時間（飛行機の出発予定時

刻の何時間前に到着したか）等、４．航空券の種類及び利用する座席の種類、

５．目的地（到着予定空港及び経由空港、）６．到着空港から目的地までの

利用交通機関等，７．旅行の主な目的等（日数、同航空路線の復路での利用

の有無、国際線利用の有無、駐車場利用の有無、同行者数、見送り者数）、

８．性別、年齢、職業、年収、現住所、同行者の性別、年齢、職業、年収 
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【調査名】 航空貨物動態調査 

【承認年月日】 平成２１年９月２９日 

【実施機関】 国土交通省航空局空港部計画課 

【目 的】 国内航空貨物の流動パターン，品目等を調査し，純流動を把握することによ

り，空港整備事業等の基礎資料を得る。 

【沿 革】 平成２年以降おおむね２年周期で実施。平成１９年１１月２６日承認までの

調査名は「航空貨物流動実態調査」。 

【調査の構成】 １－航空貨物動態調査票 

【公 表】 インターネット等にて公表（調査翌年３月末） 

※ 

【調査票名】 １－航空貨物動態調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）国内航空貨物を取り扱っている全

事業者（航空運送事業者（航空会社）利用航空運送事業者（混載業者）及び

航空運送代理事業者（航空貨物代理店）） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）８０ （配布）郵送・オンライン （取集）郵

送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査年の１０月から１１月まで

の平日１日 （系統）国土交通省航空局→民間事業者→報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）調査時点の翌日から１ヶ月後 

【調査事項】 １．小口・混載・宅配便扱の別，２．荷送人の所在地，３．荷受人の所在

地，４．輸送便名（運航者・便名），５．発空港名，６．最終着空港名，７．

輸送品目名，８．貨物の個数，重量，９．営業所への貨物の持込または集荷

時間、１０．危険物輸送について 
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【調査名】 国際航空貨物動態調査 

【承認年月日】 平成２１年９月２９日 

【実施機関】 国土交通省航空局空港部計画課 

【目 的】 国際航空貨物の重量・品目，国内流動・国際流動などを調査し，国際航空貨

物の需要動向の予測及び，国際航空貨物輸送体系の検討のための基礎資料を得る。 

【沿 革】 国際航空貨物輸送体系の基礎資料を得ることを目的として，平成３年から２

年周期で実施している。 

【調査の構成】 １－国際航空貨物動態調査票（輸入用） ２－国際航空貨物動態調査票

（輸出用） 

【公 表】 ＨＰにて公表（調査翌年３月末） 

※ 

【調査票名】 １－国際航空貨物動態調査票（輸入用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）国際航空運送協会（ＩＡＴＡ）加

盟の航空貨物代理店及び（社）航空貨物運送協会（ＪＡＦＡ）加盟の利用航

空運送業者 （抽出枠）国際航空運送協会の代理店リスト及び（社）航空貨

物運送協会会員名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１４０ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査年の１０月または１１月

の平日１日 （系統）国土交通省航空局→民間事業者→報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）調査時点から１ヶ月後 

【調査事項】 １．貨物区分，２．申告税関名，３．着空港名・到着日・搭載便名，４．

原仕向国名・発空港名，５．貨物の仕向地（到着地）、６．貨物の到着施設

区分（工場・倉庫・事務所・その他）、７．貨物の到着施設への到着日・到

着時間帯、８．国内における航空輸送利用の有無、９．貨物の離散状況（引

取り・配達）、１０．輸送品目名、１１．貨物重量（ｋｇ） 

※ 

【調査票名】 ２－国際航空貨物動態調査票（輸出用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）国際航空運送協会（ＩＡＴＡ）加

盟の航空貨物代理店及び（社）航空貨物運送協会（ＪＡＦＡ）加盟の利用航

空運送業者 （抽出枠）国際航空運送協会の代理店リスト及び（社）航空貨

物運送協会会員名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１４０ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査年の１０月または１１月

の平日１日 （系統）国土交通省航空局→民間調事業者→報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）調査時点から１ヶ月後 

【調査事項】 １．貨物区分（小口扱い・混載扱い），２．申告税関名，３．発空港名・
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搭載日・搭載便名，４．最終仕向国名・着空港名，５．貨物の仕出地（発送

地）、６．貨物の発送施設区分（工場・倉庫・事務所・その他）、７．貨物の

発送施設からの発送日・発送時間帯、８．国内における航空輸送利用の有無、

９．貨物の集約状況（持込み・集荷）、１０．輸送品目名、１１．危険物輸

送等について、１２．貨物重量（ｋｇ） 
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○届出統計調査の受理 

（１）新規 

【調査名】 鹿児島県観光統計調査 

【受理年月日】 平成２１年９月２日 

【実施機関】 鹿児島県観光交流局観光課 

【目 的】 観光行政の基礎資料として、観光客の入込状況及び観光消費額を把握するた

め 

【調査の構成】 １－観光地点入込客数調査票 ２－宿泊客数調査票 

※ 

【調査票名】 １－観光地点入込客数調査票 

【調査対象】 （地域）県内全域 （単位）個人 （属性）県内における年間入込客数５

万人以上又は特定月の入込客数５千人以上の観光地点を管理する者 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，０００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）１月から１２月 （系統）鹿児島県ー市町村ー報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）第１四半期（１～３月）は４月末日、第

２四半期４～６月）は７月末日、第３四半期（７～９月）は１０月末日、

第４四半期（１０～１２月）は翌年１月末日 

【調査事項】 １．施設の概要（施設名、所在地、電話番号等）、２．毎月の延べ入込客

数 

※ 

【調査票名】 ２－宿泊客数調査票 

【調査対象】 （地域）県内全域 （単位）観光地点、事業書、企業、個人 （属性）県

内における宿泊施設（民営、公営）及びキャンプ場を管理運営する者 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，０００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）１月から１２月 （系統）鹿児島県ー市町村ー報告者 

【周期・期日】 （周期）四半期 （実施期日）第１四半期（１～３月）は４月末日、第

２四半期４～６月）は７月末日、第３四半期（７～９月）は１０月末日、

第４四半期（１０～１２月）は翌年１月末日 

【調査事項】 １．施設の概要（施設名、所在地、電話番号等）、２．毎月の延べ宿泊客

数 
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【調査名】 鹿児島県観光動向調査 

【受理年月日】 平成２１年９月２日 

【実施機関】 鹿児島県観光交流局観光課 

【目 的】 本県の最新の観光客んぼ動向を定期的に把握し、本県観光の誘致対策等に役

立てると共に、一般の各観光関係者のビジネスや効果的な事業展開等広く民間の

活用に資するた 

【調査の構成】 １－鹿児島県観光動向調査票（宿泊施設用） ２－鹿児島県観光動向調

査票（観光施設・ドライブイン用） 

※ 

【調査票名】 １－鹿児島県観光動向調査票（宿泊施設用） 

【調査対象】 （地域）県内全域 （単位）事業所及び企業 （属性）宿泊施設、観光施

設、ドライブインの管理者 （抽出枠）県内の主要な宿泊施設、観光施設、

ドライブイン 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）８３ （配布）ファクシミリ （取集）フ

ァクシミリ （記入）自計 （把握時）毎月１日から末日まで （系統）鹿

児島県ー民間事業者ー報告者 

【周期・期日】 （周期）毎月 （実施期日）調査翌月の２５日 

【調査事項】 １．宿泊者数（１）人員内訳（九州県別、外国人国別等）、（２）人員内訳

形態別（個人・団体の別）、（３）客室使用数、（４）客室単価、（５）付帯消

費額単価 

※ 

【調査票名】 ２－鹿児島県観光動向調査票（観光施設・ドライブイン用） 

【調査対象】 （地域）県内全域 （単位）事業所及び企業 （属性）宿泊施設、観光施

設、ドライブインの管理者 （抽出枠）県内の主要な宿泊施設、観光施設、

ドライブイン 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）８３ （配布）ファクシミリ （取集）フ

ァクシミリ （記入）自計 （把握時）毎月１日から末日まで （系統）鹿

児島県ー民間事業者ー報告者 

【周期・期日】 （周期）毎月 （実施期日）調査翌月の２５日 

【調査事項】 １．入場・来場者数、２．売店売上金額、３．１人あたり購入単価 



- 48 - 
 

【調査名】 在県外国人実態調査 

【受理年月日】 平成２１年９月２日 

【実施機関】 栃木県産業労働観光部国際課 

【目 的】 外国人の住居，医療，就労，教育等，生活の基本に関わる実態と意識，行政

への要望や意向などを把握することを目的とする。 

【調査の構成】 １－在県外国人実態調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－在県外国人実態調査 調査票 

【調査対象】 （地域）栃木県下全域 （単位）個人 （属性）満２０歳以上の外国人登

録者 （抽出枠）外国人登録原票 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／３５，１５９ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年１１月１日 （系

統）栃木県－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２１年１０月２０日～１１月０６日 

【調査事項】 在住市町，住居種別，健康保険・仕事・子供の有無，国籍，在留資格等 
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【調査名】 携帯電話販売店フィルタリングサービス実態調査 

【受理年月日】 平成２１年９月２日 

【実施機関】 鳥取県企画部青少年・文教課 

【目 的】 青少年が有害情報に接する媒体となるおそれが強い携帯電話の販売実態を確

認するため，事業者，販売店の所在地及び青少年健全育成条例等の法令で求めら

れる青少年への販売時におけるフィルタリングサービスに関する説明等の実施

状況を調査する。 

【調査の構成】 １－携帯電話販売店調査票 ２－携帯電話販売店フィルタリングサービ

ス実態調査 調査票（販売担当者・売り場責任者） 

※ 

【調査票名】 １－携帯電話販売店調査票 

【調査対象】 （地域）鳥取県内全域 （単位）事業所 （属性）鳥取県内で携帯電話を

販売している事業者 （抽出枠）電話帳（ｉタウンページ） 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１００／４５０ （配布）調査員 （取集）

調査員 （記入）他計 （把握時）平成２１年５月１３日～６月２６日 （系

統）都道府県－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０５月１３日～０６月２６

日 

【調査事項】 事業者の属性 

※ 

【調査票名】 ２－携帯電話販売店フィルタリングサービス実態調査 調査票（販売担当

者・売り場責任者） 

【調査対象】 （地域）鳥取県内全域 （単位）事業所 （属性）鳥取県内で携帯電話を

販売している事業者 （抽出枠）電話帳（ｉタウンページ） 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１００／４５０ （配布）調査員 （取集）

調査員 （記入）他計 （把握時）平成２１年５月１３日～６月２６日まで 

（系統）都道府県－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年０５月１３日～０６月２６

日 

【調査事項】 ア．事業者の属性，イ．携帯電話販売時のフィルタリング機能等に関する

説明状況，ウ．関連法令の認知度，エ．フィルタリング機能普及に関する意

識 
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【調査名】 兵庫県におけるグローバル化と就労・生活環境に関する調査 

【受理年月日】 平成２１年９月４日 

【実施機関】 兵庫県産業労働部観光・国際局国際交流課 

【目 的】 兵庫県において，県の地域政策のなかで，外国人材の活用を効果的に促進す

るため，２０１０年度に「専門的外国人人材活用戦略」（仮称）を策定すること

としている。これい伴い，２００９年度に兵庫県内の事業所における雇用管理及

び外国人人材受入れの現状，環境整備の実態及び環境整備が不十分な原因を調査

する。 

【調査の構成】 １－兵庫県におけるグローバル化と就労・生活環境に関する調査 調査

票 

※ 

【調査票名】 １－兵庫県におけるグローバル化と就労・生活環境に関する調査 調査票 

【調査対象】 （地域）兵庫県内全域 （単位）事業所 （属性）産業分類が鉱業を除く

産業に属する従業者が１名以上の民営事業所 （抽出枠）平成１８年事業

所・企業統計調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８００／４，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査実施年の８月１日現在 （系統）

兵庫県国際交流課－民間研究機関－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査実施年の９月中旬から下旬まで 

【調査事項】 事業所の業種，海外との取引状況，従業員数及び雇用形態等，採用状況及

び外国人の雇用状況，定年制，人事管理の特徴，男女従業員の機会均等の支

援措置等，ワークライフバランス，事業所周辺の生活環境，労働条件など 
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【調査名】 財政状況調査 

【受理年月日】 平成２１年９月７日 

【実施機関】 滋賀県総務部統計課 

【目 的】 県民経済計算の推計に必要な資料を得る。 

【調査の構成】 １－財政状況調査票（一般会計・非企業特別会計用） ２－財政状況調

査調査票（企業会計用） ３－財政状況調査票（独立行政法人会計用ー企

業会計型） ４－財政状況調査票（大学法人用） ５－財政状況調査票（独

立行政法人会計用） ６－調査票（外１市議会） ７－調査票（外２市町

村退職） ８－調査票（外３市町村共済） ９－調査票（外３市町村共済） 

１０－調査票（外４町村議員共済） １１－調査票（外５町村議員公務） 

１２－調査票（外６農林漁業） １３－調査票（外７私立学校） １４－

調査票（外８農業年金） １５－調査票（外９－２１金融機関） １６－

調査票（外２２金融公庫） １７－調査票（外２３県砂利） １８－調査

票（外２４愛知川） １９－調査票（外２５砕石組合） ２０－調査票（外

２６電力） ２１－調査票（外２７ガス） ２２－調査票（外２８京阪鉄

道） ２３－調査票（外２９－３１，３５鉄道・軌道） ２４－調査票（外

３２－３３船） ２５－調査票（外３４比叡山自動車） ２６－調査票（外

３６伊吹山） ２７－調査票（外３７－３８、４０－４２放送会社） ２

８－調査票（外３９ＮＨＫ） ２９－調査票（外４３国保連合会） ３０

－調査票（外ＮＴＴ） ３１－調査票（国民年金基金） ３２－調査票（外

４６自動車検査） ３３－調査票（外４７放送大学） ３４－調査票（外

４８滋賀運輸） ３５－調査票（外４９農政事務所） ３６－調査票（外

５０労働局） ３７－調査票（県住宅公社） 

※ 

【調査票名】 １－財政状況調査票（一般会計・非企業特別会計用） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）企業 （属性）「国民経済計算における政府諸機関の

分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および会計を所管

する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所を有するも

の。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計に準じた形

式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による機関および

企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政法人のうち、

民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独立行政法人の

うち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立行政法人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合
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は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月から１２月頃 

【調査事項】 １．組織の概要（機関名、所在地、年度末現在職員数、建物延面積等）、

２．歳入、３．歳出、４．会計名、５．所管する滋賀県内の出先機関名等 

※ 

【調査票名】 ２－財政状況調査調査票（企業会計用） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）企業 （属性）「国民経済計算における政府諸機関の

分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および会計を所管

する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所を有するも

の。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計に準じた形

式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による機関および

企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政法人のうち、

民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独立行政法人の

うち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立行政法人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合

は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月から１２月頃 

【調査事項】 １．組織の概要（機関名、所在地、年度末現在職員数、建物延面積等）、

２．費用・収益、３．有形固定資産の状況、４．事業資産、５．たな卸資産、

６．退職一時金の支給状況、７．所管する滋賀県内の出先機関名等 

※ 

【調査票名】 ３－財政状況調査票（独立行政法人会計用ー企業会計型） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）企業 （属性）「国民経済計算における政府諸機関の

分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および会計を所管

する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所を有するも

の。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計に準じた形

式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による機関および

企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政法人のうち、

民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独立行政法人の

うち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立行政法人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合

は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 
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【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月から１２月頃 

【調査事項】 １．組織の概要（機関名、所在地、年度末現在職員数、建物延面積等）、

２．収益、３．費用、４．本年度の寄付金収入の状況、５．有形固定資産の

状況、６．退職金の支払い状況 

※ 

【調査票名】 ４－財政状況調査票（大学法人用） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）企業 （属性）「国民経済計算における政府諸機関の

分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および会計を所管

する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所を有するも

の。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計に準じた形

式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による機関および

企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政法人のうち、

民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独立行政法人の

うち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立行政法人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合

は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月から１２月頃 

【調査事項】 １．組織の概要（機関名、所在地、年度末現在職員数、建物延面積等）、

２．収益、３．費用、４．本年度の寄付金収入の状況、５．有形固定資産の

状況、６．給与および退職給付の支給状況 

※ 

【調査票名】 ５－財政状況調査票（独立行政法人会計用） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）企業 （属性）「国民経済計算における政府諸機関の

分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および会計を所管

する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所を有するも

の。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計に準じた形

式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による機関および

企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政法人のうち、

民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独立行政法人の

うち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立行政法人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合

は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 
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【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月から１２月頃 

【調査事項】 １．組織の概要（機関名、所在地、年度末現在職員数、建物延面積等）、

２．収益、３．費用、４．本年度の寄付金収入の状況、５．有形固定資産の

状況、６．退職一時金の支払い状況 

※ 

【調査票名】 ６－調査票（外１市議会） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）行政機関 （属性）「国民経済計算における政府諸機

関の分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および会計を

所管する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所を有す

るもの。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計に準じ

た形式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による機関お

よび企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政法人の

うち、民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独立行政

法人のうち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立行政法

人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合

は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月から１２月頃 

【調査事項】 １．年度末現在組合員数、２．掛け金（１）地方公共団体負担金（組合員

掛金）、３．給付（遺族一時金、退職一時金、年金（退職・遺族））、４．全

国の組合員数、５．フェイス事項 

※ 

【調査票名】 ７－調査票（外２市町村退職） 

【調査対象】 （地域）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合は前年

（暦年）による） （単位）行政機関 （属性）県内に所在する関係機関お

よびその機関の経理事務等を所管する県外の機関 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合

は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月から１２月頃 

【調査事項】 １．県内市町村職員退職手当受給者総数、２．県内市町村退職手当支給額、

３．県内市町村別負担金納入明細書、４．フェイス事項 

※ 

【調査票名】 ８－調査票（外３市町村共済） 
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【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）行政機関 （属性）「国民経済計算における政府諸機

関の分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および会計を

所管する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所を有す

るもの。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計に準じ

た形式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による機関お

よび企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政法人の

うち、民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独立行政

法人のうち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立行政法

人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合

は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月から１２月頃 

【調査事項】 １．県内市町村職員退職手当受給者総数、２．県内市町村職員退職手当支

給額、３．県内市町村別負担金納入明細書、４．フェイス事項 

※ 

【調査票名】 ９－調査票（外３市町村共済） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）行政機関 （属性）「国民経済計算における政府諸機

関の分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および会計を

所管する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所を有す

るもの。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計に準じ

た形式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による機関お

よび企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政法人の

うち、民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独立行政

法人のうち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立行政法

人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合

は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月から１２月頃 

【調査事項】 １．市町村職員共済組合の掛け金・給付額（１）長期掛金（雇主負担分、

組合員掛金）、（２）給付（退職一時金、年金）、（３）短期掛金（雇主負担分、

組合員掛金）、（４）給付（保険給付等、休業給付、災害給付、附加給付等）、

（４）介護掛金（雇主負担分、組合員掛金、介護給付費納付金）、（５）組合
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員貸付利子、住宅貸付利子、一般貸付利子、住宅貸付利子）、２．フェイス

事項 

※ 

【調査票名】 １０－調査票（外４町村議員共済） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）行政機関 （属性）「国民経済計算における政府諸機

関の分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および会計を

所管する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所を有す

るもの。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計に準じ

た形式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による機関お

よび企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政法人の

うち、民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独立行政

法人のうち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立行政法

人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合

は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月から１２月頃 

【調査事項】 １．掛金（雇用負担分、組合員掛金）、２．給付（退職一時金、年金）、３．

フェイス事項 

※ 

【調査票名】 １１－調査票（外５町村議員公務） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）事業所 （属性）「国民経済計算における政府諸機関

の分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および会計を所

管する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所を有する

もの。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計に準じた

形式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による機関およ

び企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政法人のう

ち、民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独立行政法

人のうち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立行政法人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合

は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月から１２月頃 

【調査事項】 １．町村名、２．議員数（４月１日現在）、３．負担金、４．フェイス事



- 57 - 
 

項 

※ 

【調査票名】 １２－調査票（外６農林漁業） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）協同組合 （属性）「国民経済計算における政府諸機

関の分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および会計を

所管する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所を有す

るもの。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計に準じ

た形式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による機関お

よび企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政法人の

うち、民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独立行政

法人のうち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立行政法

人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合

は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月から１２月頃 

【調査事項】 １．掛金（雇主負担分、組合員掛金）、２．給付（一時金、年金）、３．フ

ェイス事項 

※ 

【調査票名】 １３－調査票（外７私立学校） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）学校 （属性）「国民経済計算における政府諸機関の

分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および会計を所管

する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所を有するも

の。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計に準じた形

式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による機関および

企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政法人のうち、

民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独立行政法人の

うち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立行政法人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合

は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月から１２月頃 

【調査事項】 １．日本私立学校振興・共済事業団の掛金・給付額（１）長期掛金（雇主

負担分、組合員掛金）、給付（退職一時金、年金）、（２）短期掛金（雇主負
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担分、組合員掛金）、給付（保険給付等、休業給付、災害給付、附加給付等）、

（３）介護掛金（雇主負担分、組合員掛金）、介護給付費納付金、（４）組合

員貸付利子（一般貸付利子、住宅貸付利子、一般貸付残高、住宅貸付利子）、

２．フェイス事項 

※ 

【調査票名】 １４－調査票（外８農業年金） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）地方公共団体 （属性）「国民経済計算における政府

諸機関の分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および会

計を所管する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所を

有するもの。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計に

準じた形式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による機

関および企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政法

人のうち、民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独立

行政法人のうち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立行

政法人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合

は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月から１２月頃 

【調査事項】 １．農業者年金基金の掛金と給付額（１）掛金（滋賀県分）収入済額、（２）

給付（全国）一時金、年金、（３）受給者数、（４）加入者数、２．フェイス

事項 

※ 

【調査票名】 １５－調査票（外９－２１金融機関） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）企業 （属性）「国民経済計算における政府諸機関の

分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および会計を所管

する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所を有するも

の。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計に準じた形

式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による機関および

企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政法人のうち、

民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独立行政法人の

うち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立行政法人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，０００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい
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場合は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月から１２月頃 

【調査事項】 １．預金残高（１）県内店舗合計、（２）県外店舗合計等、２．貸出残高

（１）県内店舗合計、（２）県外店舗合計等、３．預貯金個人割合、４．貸

出金個人割合、５．年度内滋賀県内設備投資額等、７．年度内滋賀県内減価

償却費、８．決算書（添付）、９．フェイス事項 

※ 

【調査票名】 １６－調査票（外２２金融公庫） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）企業 （属性）「国民経済計算における政府諸機関の

分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および会計を所管

する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所を有するも

の。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計に準じた形

式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による機関および

企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政法人のうち、

民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独立行政法人の

うち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立行政法人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，０００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい

場合は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月から１２月頃 

【調査事項】 大津支店分・彦根支店分 １．貴支店貸付残高、２．設備投資額（土地を

除く）等、３．原価償却費、４．フェイス事項 

※ 

【調査票名】 １７－調査票（外２３県砂利） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）事業所及び企業 （属性）「国民経済計算における政

府諸機関の分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および

会計を所管する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所

を有するもの。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計

に準じた形式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による

機関および企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政

法人のうち、民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独

立行政法人のうち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立

行政法人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，０００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記
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入）自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい

場合は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月から１２月頃 

【調査事項】 １．砂利類販売標準価格（天然砂利・生産地積込渡し）等、２．フェイス

事項 

※ 

【調査票名】 １８－調査票（外２４愛知川） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）事業所及び企業 （属性）「国民経済計算における政

府諸機関の分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および

会計を所管する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所

を有するもの。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計

に準じた形式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による

機関および企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政

法人のうち、民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独

立行政法人のうち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立

行政法人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合

は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月から１２月頃 

【調査事項】 １．砂利類販売標準価格（運送５ｋｍ内）等、２．フェイス事項 

※ 

【調査票名】 １９－調査票（外２５砕石組合） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）協同組合 （属性）「国民経済計算における政府諸機

関の分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および会計を

所管する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所を有す

るもの。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計に準じ

た形式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による機関お

よび企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政法人の

うち、民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独立行政

法人のうち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立行政法

人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合



- 61 - 
 

は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月から１２月頃 

【調査事項】 １．砕石販売標準価格（建設現場売り渡し価格）等、２．フェイス事項 

※ 

【調査票名】 ２０－調査票（外２６電力） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）企業 （属性）「国民経済計算における政府諸機関の

分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および会計を所管

する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所を有するも

の。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計に準じた形

式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による機関および

企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政法人のうち、

民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独立行政法人の

うち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立行政法人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合

は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月から１２月頃 

【調査事項】 １．滋賀県内の料金収入総額、２．滋賀県内の減価償却費、３．全社の料

金収入総額、４．全社の営業利益等、５．当該年度事業に係る納付消費税額

（全社分）、６．発電電力量、７．消費電力量、８．フェイス事項 

※ 

【調査票名】 ２１－調査票（外２７ガス） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）企業 （属性）「国民経済計算における政府諸機関の

分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および会計を所管

する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所を有するも

の。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計に準じた形

式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による機関および

企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政法人のうち、

民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独立行政法人の

うち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立行政法人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合

は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月から１２月頃 
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【調査事項】 １．全社の営業収入総額、２．滋賀県内の営業収入総額、３．全体のガス

供給量、４．滋賀県内へのガス供給量、５．滋賀県内の原価償却費、６．全

体の営業利益等、７．当該年度事業にかかる納付消費税額、８．フェイス事

項 

※ 

【調査票名】 ２２－調査票（外２８京阪鉄道） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）企業 （属性）「国民経済計算における政府諸機関の

分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および会計を所管

する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所を有するも

の。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計に準じた形

式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による機関および

企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政法人のうち、

民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独立行政法人の

うち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立行政法人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合

は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月から１２月頃 

【調査事項】 鉄道事業（大津線分のみ）１．営業収入総額、２．原価償却費等、３．平

成１９年度事業にかかる納付消費税額、４．大津線単線換算キロ数、５．フ

ェイス事項 

※ 

【調査票名】 ２３－調査票（外２９－３１，３５鉄道・軌道） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）企業 （属性）「国民経済計算における政府諸機関の

分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および会計を所管

する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所を有するも

の。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計に準じた形

式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による機関および

企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政法人のうち、

民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独立行政法人の

うち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立行政法人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合

は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 
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【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月から１２月頃 

【調査事項】 鉄道・軌道事業について １．営業収入総額、２．原価償却費等、３．フ

ェイス事項 

※ 

【調査票名】 ２４－調査票（外３２－３３船） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）企業 （属性）「国民経済計算における政府諸機関の

分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および会計を所管

する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所を有するも

の。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計に準じた形

式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による機関および

企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政法人のうち、

民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独立行政法人の

うち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立行政法人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合

は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月から１２月頃 

【調査事項】 １．営業収入総額、２．原価償却費等、３．フェイス事項 

※ 

【調査票名】 ２５－調査票（外３４比叡山自動車） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）企業 （属性）「国民経済計算における政府諸機関の

分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および会計を所管

する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所を有するも

の。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計に準じた形

式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による機関および

企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政法人のうち、

民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独立行政法人の

うち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立行政法人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合

は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月から１２月頃 

【調査事項】 １．営業収入総額（１）料金収入、２．原価償却費等、３．比叡山ドライ

ブウェイの延長距離について、４．フェイス事項 
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※ 

【調査票名】 ２６－調査票（外３６伊吹山） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）企業 （属性）「国民経済計算における政府諸機関の

分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および会計を所管

する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所を有するも

の。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計に準じた形

式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による機関および

企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政法人のうち、

民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独立行政法人の

うち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立行政法人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合

は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日） 

【調査事項】 伊吹山ドライブウェイ自動車事業について１．営業収入総額、２．原価償

却費等、３．伊吹山ドライブウェイの延長距離について、４．フェイス事項 

※ 

【調査票名】 ２７－調査票（外３７－３８、４０－４２放送会社） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）企業 （属性）「国民経済計算における政府諸機関の

分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および会計を所管

する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所を有するも

の。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計に準じた形

式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による機関および

企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政法人のうち、

民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独立行政法人の

うち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立行政法人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合

は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日） 

【調査事項】 １．放送収入金、２．制作収入、３．番組販売収入、４．代理店手数料等、

５．フェイス事項 

※ 

【調査票名】 ２８－調査票（外３９ＮＨＫ） 
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【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）企業 （属性）「国民経済計算における政府諸機関の

分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および会計を所管

する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所を有するも

の。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計に準じた形

式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による機関および

企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政法人のうち、

民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独立行政法人の

うち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立行政法人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合

は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月から１２月頃 

【調査事項】 １．受信料収入、２．選挙放送にかかる交付金収入等、３．フェイス事項 

※ 

【調査票名】 ２９－調査票（外４３国保連合会） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）協同組合 （属性）「国民経済計算における政府諸機

関の分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および会計を

所管する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所を有す

るもの。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計に準じ

た形式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による機関お

よび企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政法人の

うち、民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独立行政

法人のうち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立行政法

人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合

は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月から１２月頃 

【調査事項】 １．総介護サービス費滋賀県事業所分の毎月の内訳について（１）保健給

付分、（２）公費負担分、（３）利用者負担分、（４）合計、２．フェイス事

項 

※ 

【調査票名】 ３０－調査票（外ＮＴＴ） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する
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県外の機関 （単位）企業 （属性）「国民経済計算における政府諸機関の

分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および会計を所管

する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所を有するも

の。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計に準じた形

式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による機関および

企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政法人のうち、

民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独立行政法人の

うち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立行政法人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合

は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月から１２月頃 

【調査事項】 １．滋賀県内市町村別加入電話数総数、２．フェイス事項 

※ 

【調査票名】 ３１－調査票（国民年金基金） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）行政機関 （属性）「国民経済計算における政府諸機

関の分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および会計を

所管する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所を有す

るもの。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計に準じ

た形式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による機関お

よび企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政法人の

うち、民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独立行政

法人のうち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立行政法

人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合

は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月から１２月頃 

【調査事項】 １．滋賀県国民年金基金市長別加入者数、２．フェイス事項 

※ 

【調査票名】 ３２－調査票（外４６自動車検査） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）事業所及び企業 （属性）「国民経済計算における政

府諸機関の分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および

会計を所管する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所
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を有するもの。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計

に準じた形式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による

機関および企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政

法人のうち、民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独

立行政法人のうち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立

行政法人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合

は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日） 

【調査事項】 １．全職員数、２．うち滋賀県内機関職員数、３．フェイス事項 

※ 

【調査票名】 ３３－調査票（外４７放送大学） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）学校 （属性）「国民経済計算における政府諸機関の

分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および会計を所管

する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所を有するも

の。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計に準じた形

式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による機関および

企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政法人のうち、

民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独立行政法人の

うち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立行政法人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合

は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日） 

【調査事項】 １．全職員数（１）うち日々雇用職員数、２．全職員数のうち滋賀県内機

関職員数（１）うち日々雇用職員数、３．全菅内延面積、４．全菅内延面積

のうち滋賀県内、５．フェイス事項 

※ 

【調査票名】 ３４－調査票（外４８滋賀運輸） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）事業所及び企業 （属性）「国民経済計算における政

府諸機関の分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および

会計を所管する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所

を有するもの。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計
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に準じた形式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による

機関および企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政

法人のうち、民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独

立行政法人のうち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立

行政法人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合

は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日） 

【調査事項】 １．自動車検査登録印紙収納額、２．自動車重量税印紙収納額、３．フェ

イス事項 

※ 

【調査票名】 ３５－調査票（外４９農政事務所） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）協同組合 （属性）「国民経済計算における政府諸機

関の分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および会計を

所管する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所を有す

るもの。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計に準じ

た形式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による機関お

よび企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政法人の

うち、民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独立行政

法人のうち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立行政法

人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合

は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月から１２月頃 

【調査事項】 １．米麦等県内売り払い数量及び金額等、２．フェイス事項 

※ 

【調査票名】 ３６－調査票（外５０労働局） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）行政機関 （属性）「国民経済計算における政府諸機

関の分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および会計を

所管する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所を有す

るもの。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計に準じ

た形式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による機関お



- 69 - 
 

よび企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政法人の

うち、民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独立行政

法人のうち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立行政法

人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合

は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月から１２月頃 

【調査事項】 １．雇用保険料収納済額、２．雇用保険給付額（１）一般雇用保険支給額、

（２）日雇雇用保険支給額、３．フェイス事項 

※ 

【調査票名】 ３７－調査票（県住宅公社） 

【調査対象】 （地域）県内に所在する関係機関およびその機関の経理事務等を所管する

県外の機関 （単位）行政機関 （属性）「国民経済計算における政府諸機

関の分類」（内閣府経済社会総合研究所）に掲載される各機関および会計を

所管する各機関等のうち、地方政府以外の機関で、滋賀県内に事業所を有す

るもの。予算が一般会計及び非企業特別会計の機関、および一般会計に準じ

た形式で決算を作成している機関、特別会計のうち、企業会計による機関お

よび企業会計に準じた形式で会計制度を採用している機関、独立行政法人の

うち、民間企業会計に準じた形式で財務諸表を作成している機関、独立行政

法人のうち、国立大学法人および公立大学法人、上記二つ以外の独立行政法

人 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年度の前年度（会計年度による報告が難しい場合

は前年（暦年）による） （系統）滋賀県→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月から１２月頃 

【調査事項】 １．住宅建設費（滋賀県分）（１）賃貸住宅、（２）分譲住宅、（３）合計

等、２．フェイス事項 
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【調査名】 パートタイム労働者等雇用実態調査 

【受理年月日】 平成２１年９月８日 

【実施機関】 静岡県産業部就業支援局労働政策室 

【目 的】 パートやアルバイト，契約，派遣等，長期的雇用の正社員と異なる形態での

雇用について，企業における実態及び労働者の意識等を把握し，今後の労働施策

立案の基礎資料とする。 

【調査の構成】 １－パートタイム労働者等雇用実態調査 調査票（事業所調査票） ２

－パートタイム労働者等雇用実態調査 調査票（個人調査票） 

※ 

【調査票名】 １－パートタイム労働者等雇用実態調査 調査票（事業所調査票） 

【調査対象】 （地域）静岡県下全域 （単位）事業所 （属性）１．建設業，２．製造

業，３．情報通信業，４．運輸業（郵便業は除く），５．卸売業，小売業，

６．金融業，保険業，７．宿泊業，飲食サービス業，８．学術研究，専門・

技術サービス，９．生活関連サービス，娯楽業，１０．教育，学習支援業，

１１．医療，福祉，１２．複合サービス事業，１３．サービス業（他に分類

されないもの）に属する事業所のうち，常用労働者数１０人以上の事業所。

（なお，３及び７から１３を「サービス業」として調査する。） （抽出枠）

平成１８年事業所・企業統計調査事業所名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／３７，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年１０月３１日現在 

（系統）静岡県－民間調査機関－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１１月０２日～１１月３０

日 

【調査事項】 １．事業所の現況，２．所定労働時間，３．改正パートタイム労働法への

対応，４．雇用意識，５．職務，６．賃金・各種制度，７．労働条件・就業

環境，８．正社員への転換制度，９．福利厚生，１０．雇用管理 

※ 

【調査票名】 ２－パートタイム労働者等雇用実態調査 調査票（個人調査票） 

【調査対象】 （地域）静岡県下全域 （単位）個人 （属性）１．建設業，２．製造業，

３．情報通信業，４．運輸業（郵便業は除く），５．卸売業，小売業，６．

金融業，保険業，７．宿泊業，飲食サービス業，８．学術研究，専門・技術

サービス，９．生活関連サービス，娯楽業，１０．教育，学習支援業，１１．

医療，福祉，１２．複合サービス事業，１３．サービス業（他に分類されな

いもの）に属する事業所のうち，常用労働者数１０人以上の事業所に勤務す

る正社員以外（パート，契約，派遣等）の労働者。（なお，３及び７から１

３を「サービス業」として調査する。） 
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【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／３７，０００ （配布）調

査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２１年１０月３１日

現在 （系統）静岡県－民間調査機関－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１１月０２日～１１月３０

日 

【調査事項】 １．回答者の現況，２．雇用期間，３．給与，４．福利厚生，５．労働時

間，６．職務，７．就業理由，８．改正パートタイム労働法の効果，９．家

庭状況，１０．労働組合への加入 
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【調査名】 神戸市民１万人アンケート 

【受理年月日】 平成２１年９月１４日 

【実施機関】 神戸市市民参画推進局参画推進部広聴課 

【目 的】 市民の意識や日常生活における活動等を把握し，今後の計画や施策立案の基

礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－神戸市民１万人アンケート 調査票 

※ 

【調査票名】 １－神戸市民１万人アンケート 調査票 

【調査対象】 （地域）神戸市内全域 （単位）個人 （属性）２０歳以上の神戸市民 （抽

出枠）住民基本台帳，外国人登録原票 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０，０００／１，２８０，３２６ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年９月～１０

月 （系統）神戸市－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２１年０９月３０日 

【調査事項】 １．地域コミュニティに対する意識や地域活動について，２．新型インフ

ルエンザや災害等の備えについて 
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【調査名】 こころの健康づくりに関する意識調査 

【受理年月日】 平成２１年９月１４日 

【実施機関】 香川県中讃保健福祉事務所保健対策第二課 

【目 的】 地域住民のこころの健康に関する実態や意識を調査し，香川県中讃地域にお

ける「こころの健康づくり」に関する総合的な自殺予防対策事業を推進するため

の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－こころの健康づくりに関する意識調査（案） 調査票 

※ 

【調査票名】 １－こころの健康づくりに関する意識調査（案） 調査票 

【調査対象】 （地域）中讃保健福祉事務所管内３市５町（丸亀市・坂出市・善通寺市・

宇多津町・綾川町・琴平町・多度津町・まんのう町） （単位）個人 （属

性）２０歳～７９歳までの男女 （抽出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，０００／２１９，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年１０月１日 （系

統）香川県－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１０月１９日～１０月３０

日 

【調査事項】 １．対象者の属性，２．親族や地域とのつながりについて，３．日常生活

について，４．からだやこころの健康状態について，５．自殺問題に対する

関心・態度について，６．相談機関や医療機関の認知度について 
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【調査名】 愛知県林産物生産流通動態調査（木材需給動態調査） 

【受理年月日】 平成２１年９月１４日 

【実施機関】 愛知県農林水産部農林基盤担当局林務課 

【目 的】 林産物の生産・流通の実態並びに価格の動向等を把握し，林産行政の基礎資

料とする。 

【調査の構成】 １－国産材素材の生産量及び流通量 調査票 ２－国産材素材の市町村

別用途別生産量 調査票 ３－磨丸太の生産量及び生産者数 調査票 

※ 

【調査票名】 １－国産材素材の生産量及び流通量 調査票 

【調査対象】 （地域）愛知県内全域 （単位）事業所 （属性）素材生産者 （抽出枠）

木材需給動態調査対象者名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５２ （配布）調査員 （取集）調査員 （記

入）他計 （把握時）調査実施年の前年の１２月３１日現在又は調査実施年

の前年の１月１日～１２月３１日 （系統）愛知県－報告者 又は 愛知県

－市区町村－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査実施年の１月１日～１月３１日 

【調査事項】 国産材素材の生産量及び流通量 

※ 

【調査票名】 ２－国産材素材の市町村別用途別生産量 調査票 

【調査対象】 （地域）愛知県内全域 （単位）事業所 （属性）素材生産者 （抽出枠）

木材需給動態調査対象者名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５２ （配布）調査員 （取集）調査員 （記

入）他計 （把握時）調査実施年の前年の１２月３１日現在又は調査実施年

の前年の１月１日～１２月３１日 （系統）愛知県－報告者 又は 愛知県

－市区町村－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査実施年の１月１日～１月３１日 

【調査事項】 国産材素材の市町村別用途別生産量 

※ 

【調査票名】 ３－磨丸太の生産量及び生産者数 調査票 

【調査対象】 （地域）愛知県内全域 （単位）事業所 （属性）磨丸太生産者 （抽出

枠）木材需給動態調査対象者名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３ （配布）調査員 （取集）調査員 （記入）

他計 （把握時）調査実施年の前年の１２月３１日現在又は調査実施年の前

年の１月１日～１２月３１日 （系統）愛知県－報告者 又は 愛知県－市

区町村－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査実施年の１月１日～１月３１日 
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【調査事項】 磨丸太の生産量及び生産者数 
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【調査名】 創業・インキュベーション施設卒業企業実態アンケート調査 

【受理年月日】 平成２１年９月１４日 

【実施機関】 愛知県産業労働部新産業課 

【目 的】 本県の創業・ベンチャー支援施設である「創業プラザ愛知」及び「あいちベ

ンチャーハウス」の利用者（卒業企業）について、卒業後の軽々実態、支援ニー

ズ等を調査し、今後のインキュベーションの運営方法やベンチャー支援策の方向

性を把握するための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－創業・インキュベーション施設卒業企業実態アンケート調査票 

※ 

【調査票名】 １－創業・インキュベーション施設卒業企業実態アンケート調査票 

【調査対象】 （地域）愛知県、岐阜県、静岡県、東京都、大阪府 （単位）企業、個人

事業者 （属性）企業又は個人事業者 （抽出枠）「創業プラザあいち」の

利用者（卒業企業）で調査協力を事前了承している者、「あいちベンチャー

ハウス」の利用者で卒業後の連絡先を把握してる者 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１００／２５０ （配布）郵送・オンライ

ン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２１年９月

１日現在（売上高に係る項目は直近の決算日） （系統）愛知県→民間事業

者→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１０月３１日 

【調査事項】 １．会社の概要（企業名・商号、住所、電話番号等、業種、代表者氏名、

設立年月日、従業員数、沿革、売上高、主な製品・サービス）、２．創業時

の形態、３．事業開始準備期間、４．製品・サービスの主な販売先、５．最

近３年間お売上高の推移、６．自社の強み・弱み、７．経営上の問題店、８．

今後の事業展開、９．業務連携・協力の実施状況、１０．外部専門家等によ

る相談・助言・支援の利用状況、１１．事業拡大のために必要な経営資源、

１２．必要とする人材、１３．５年以内の上場計画の有無、１４．インキュ

ベーション施設の支援内容に対する要望、１５．ベンチャー企業を成功させ

る上で最も必要となる外部条件、１６．行政に求めるベンチャー支援制度 



- 77 - 
 

【調査名】 サービス業実態調査 

【受理年月日】 平成２１年９月１５日 

【実施機関】 愛知県産業労働部商業流通課 

【目 的】 本県のサービス業を行う事業者について、経営状況、雇用状況、設備投資等

の状況等の各面から総合的に調査を行い、業種ごとの実態を把握する。また、各

企業の抱える経営課題や県融資制度の利用状況、県に要望する施策等についても

調査し、サービス産業施策策定の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－サービス業実態調査票 

※ 

【調査票名】 １－サービス業実態調査票 

【調査対象】 （地域）県内全域 （単位）事業所及び企業 （属性）日本標準産業分類

（平成１４年３月改訂）に掲げる中分類「情報サービス業」「社会保険・社

会福祉・介護事業」「その他の教育、学習支援業」「専門サービス業（他に分

類されないもの）」「娯楽業」「廃棄物処理業」「自動車整備業」 （抽出枠）

平成１８年事業所・企業統計調査 調査区別民営事業所漢字リスト 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１３，０００／３８，９２７ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２０年４月１日から平

成２１年３月３１日まで （系統）愛知県→民間事業者→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１２月２８日 

【調査事項】 １．企業の名称及び所在地、２．経営組織、３．業種。４．事業所の開設

年、５．資本金額、６．経営状況（売上高、売上原価等、販売費及び一般管

理費等）、７．業況、８．売上高・経常利益の動向、９．平成２０年度の年

間売上高の契約先産業別割合、１０．資金調達方法、１１．売上げ増加の方

策、１２．販売・サービスの提供地域、１３．消費の動向予測、１４．雇用

状況（１）雇用形態、（２）勤続年数、（３）平成２０年度の雇用者数の動向、

（４）不足している人材、（５）平成２０年度の雇用調整等、（６）採用の状

況、（７）ハローワークの活用状況、１５．設備投資状況（１）設備投資額、

（２）平成２０年度の設備投資額の動向、（３）平成２０年度に実施した設

備投資の目的、１６．情報化の状況、１７．通信手段の状況、１８．特許権

等の保有状況、１９．企業経営の課題、２０．本県の融資制度の利用実績、

２１．県の施策への要望等 
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【調査名】 女性の健康づくり推進事業における健康実態調査 

【受理年月日】 平成２１年９月１７日 

【実施機関】 福井県健康福祉部健康増進課 

【目 的】 ２０～３０歳代女性の身体の状況、栄養素等摂取量等を明らかにし、若い女

性における健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料とする。 

【調査の構成】 １－身体状況調査票 ２－栄養素等摂取量調査票 

※ 

【調査票名】 １－身体状況調査票 

【調査対象】 （地域）福井県内全域 （単位）個人 （属性）企業等に勤務する２０～

３０歳代女性 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）３６０／８９，６４５ （配布）調査員 （取

集）調査員 （記入）他計 （把握時）調査実施年の１１月～１２月 （系

統）福井県－調査員（県健康福祉センター職員）－報告者 

【周期・期日】 （周期）平成２１年度、平成２２年度の２回のみ （実施期日）調査実

施年の１１月～１２月 

【調査事項】 身体測定、血液検査結果等 

※ 

【調査票名】 ２－栄養素等摂取量調査票 

【調査対象】 （地域）福井県内全域 （単位）個人 （属性）企業等に勤務する２０～

３０歳代女性 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）３６０／８９，６４５ （配布）調査員 （取

集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査実施年の１１月～１２月 （系

統）福井県－調査員（県健康福祉センター職員）－報告者 

【周期・期日】 （周期）平成２１年度、平成２２年度の２回のみ （実施期日）調査実

施年の１１月～１２月 

【調査事項】 栄養素等摂取量 
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【調査名】 かしこいクルマの使い方を考えるプロジェクト神戸・アンケート 

【受理年月日】 平成２１年９月１８日 

【実施機関】 神戸市交通局営業推進課営業企画係 

【目 的】 マイカーから公共交通への利用転換により、温室効果ガスの排出削減を図る。 

【調査の構成】 １－かしこいクルマの使い方を考えるプロジェクト神戸・アンケート（複

合産業団地通勤マップ用） ２－かしこいクルマの使い方を考えるプロジ

ェクト神戸・アンケート（流通業務団地通勤マップ用） 

※ 

【調査票名】 １－かしこいクルマの使い方を考えるプロジェクト神戸・アンケート（複

合産業団地通勤マップ用） 

【調査対象】 （地域）神戸複合産業団地 （単位）個人 （属性）工業団地にある企業

（従業員数２０人以上）の従業員 （抽出枠）各工業団地の協議会会員名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２，０００／８，０００ （配布）郵送及

び企業から配布 （取集）郵送及び企業から収集 （記入）自計 （把握時）

平成２１年１０月 （系統）神戸市→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１０月２６日 

【調査事項】 １．普段の通勤について、２．クルマ以外を使用した通勤について（１）

出勤時の最寄りの駅・バス停留所からの移動手段及び所用時間、（２）帰宅

時の最寄りの駅・バス停留所からの移動手段及び所用時間、３．クルマを使

用した際の通勤経路、４．クルマ以外での通勤をするために必要な取り組み

等、５．休日の外出について、６．地域との関係について 

※ 

【調査票名】 ２－かしこいクルマの使い方を考えるプロジェクト神戸・アンケート（流

通業務団地通勤マップ用） 

【調査対象】 （地域）神戸流通業務団地 （単位）個人 （属性）工業団地にある企業

（従業員数２０人以上）の従業員 （抽出枠）各工業団地の協議会会員名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２，０００／８，０００ （配布）調査員

及び企業から配布 （取集）調査員及び企業から収集 （記入）自計 （把

握時）平成２１年１０月 （系統）神戸市→民間事業者→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１０月２６日 

【調査事項】 １．普段の通勤について、２．クルマ以外を使用した通勤について（１）

出勤時の最寄りの駅・バス停留所からの移動手段及び所用時間、（２）帰宅

時の最寄りの駅・バス停留所からの移動手段及び所用時間、３．クルマを使

用した際の通勤経路、４．クルマ以外での通勤をするために必要な取り組み

等、５．休日の外出について、６．地域との関係について 
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【調査名】 中小規模事業所におけるメンタルヘルス対策に関する実態調査 

【受理年月日】 平成２１年９月２４日 

【実施機関】 東京都産業労働局総務部企画計理課 

【目 的】 都内の中小規模事業所におけるメンタルヘルス（心の健康）対策の取組状況

や課題を把握することにより，今後，東京都が，中小規模事業所を中心とした雇

用環境の整備促進に関する施策を講じる際の資料を得る。 

【調査の構成】 １－中小規模事業所におけるメンタルヘルス対策に関する実態調査 調

査票 

※ 

【調査票名】 １－中小規模事業所におけるメンタルヘルス対策に関する実態調査 調査

票 

【調査対象】 （地域）東京都全域（島しょを除く） （単位）事業所 （属性）１．常

用雇用者数１０人以上３００人未満の事業所，２．農林漁業，鉱業，電気・

ガス・熱供給・水道業及び複合サービス事業を除く全産業，３．経営主体は，

個人経営，株式会社，合名会社・合資会社，合同会社，相互会社 （抽出枠）

平成１８年事業所・企業統計調査の事業所リスト 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，０００／１１４，８９５ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年９月３０日 （系

統）東京都－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）調査票の配布開始：平成２１年１０月

１９日，調査票の提出期限：平成２１年１１月６日 

【調査事項】 回答者の属性（事業所規模，業種，最も多い職種等），雇用管理状況（労

働時間数，安全衛生に関する社内規定等），メンタルヘルス対策の取組状況

（内容，目的，取組効果等），メンタルヘルス不調者への対応方法（不調者

の属性，不調理由，判断基準等），行政への要望 
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【調査名】 クリエイティブ産業の実態と課題に関する調査 

【受理年月日】 平成２１年９月２５日 

【実施機関】 東京都産業労働局総務部企画計画課 

【目 的】 クリエイティブ産業の実態や課題を把握することにより、今後の情報発信型

産業（クリエイティブ産業）振興施策立案の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－クリエイティブ産業の実態と課題に関する調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－クリエイティブ産業の実態と課題に関する調査 調査票 

【調査対象】 （地域）東京都全域（島しょを除く） （単位）企業 （属性）クリエイ

ティブ産業（個人の創造性、技術、才能に基づく産業であり、知的財産権の

創出・活用を通じて富（財産）と雇用を創出しうる産業（英国政府の定義） 

（抽出枠）電話帳（タウンページ） 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）５，０００／３７，６２１ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年９月３０日現在 （系

統）東京都→民間事業者→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１１月０６日 

【調査事項】 １．企業の概要（１）所在地、最寄り駅、（２）本社・支社の状況、（３）

創業年、創業時の創業者の年齢、（４）経営形態、（５）資本金額、（６）主

たる事業内容、（７）直近年度の売上高、（８）年間売上高の変化、（９）経

常損益の変化、（１０）就業者数の変化、（１１）従業員数、（１２）就業形

態別の従業員数内訳、２．クリエイティブ系事業の種類及び内容、（２）最

も売上の高いクリエイティブ系事業について（自社での業務、企業・個人へ

の委託の別等、事業所の立地条件）、３．経営方針・事業展開の意向（１）

自社の強み・今後強化したい点、（２）事業を発展・継続できている要因、（３）

経営上の問題点、（４）資金調達に関する問題点、（５）今後重視する経営課

題、（６）今後の経営方針、（７）海外展開の状況、（８）海外での事業展開

内容、（９）海外での事業展開先の国名、地域名及び選んだ理由、４．クリ

エイティブ系事業に関する取引関係（１）ビジネス運営方法、（２）営業方

法、（３）得意先、仕入先・発注先、（４）フリーランスのクリエイターの有

無、（５）商慣習等での問題点、（６）今後の取引関係の方向性、５．知的財

産権（１）扱っている知的財産の種類、（２）知的財産の権利化及び保護の

有無、（３）知的財産の侵害の有無、（４）被害を受けた知的財産の種類等、

（５）知的財産に関する課題、５．活用している人材（１）プロデューサー

系人材とクリエイター系人材の所属先、（２）プロデューサー、クリエイタ

ーについて重要視する学歴・実績、（３）プロデューサー、クリエイターに

ついて重要視する能力（４）プロデューサー、クリエイターの人材育成方法、
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６．事業を展開させていくために希望する行政支援 
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【調査名】 若者の消費動向等調査 

【受理年月日】 平成２１年９月２５日 

【実施機関】 岐阜県商工労働部商業流通課 

【目 的】 中心市街地の活性化・にぎわい創出するために、若者の消費動向等を調査・

分析し、活性化施策の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－若者の消費動向調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－若者の消費動向調査 調査票 

【調査対象】 （地域）岐阜市、大垣市、名古屋市及びそれらの周辺 （単位）個人 （属

性）岐阜駅、大垣駅、名古屋駅、長良川競技場、岐阜市・大垣市内にある商

業施設に集まる概ね２０代の男女、協力を得られる企業の従業員、大学の学

生。 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）５，０００ （配布）調査員 （取集）調

査員 （記入）他計 （把握時）調査日現在 （系統）岐阜県→岐阜経済大

学→調査員→報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２１年１０月２６日～平成２２年０

１月１５日 

【調査事項】 １．性別、２．同居している人と間柄、３．仕事、４．年収、５．居住地、

６．車の所有と使用頻度、７．関心を持っている項目、８．自己分析、９．

買物時に重視する項目、１０．お小遣いの額、１１．お小遣いの使いみち、

１２．支出状況、１３．月々の貯蓄額と目的、１４．支払い手段、１５．ポ

イントカードの使用状況、１６．最近した大きな買物、近々考えている大き

めの買物、１７．費目別買物先、１８．買物時の交通手段、１９．商店や商

業施設での滞在時間、２０．買物時の同行者、２１．商業施設に求めるもの、

２２．商業施設別のイメージ、２３．岐阜駅周辺にあったらよいもの 
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【調査名】 家庭のエネルギー消費に関するアンケート調査 

【受理年月日】 平成２１年９月２５日 

【実施機関】 長野県環境保全研究所 

【目 的】 長野県内の家庭からの二酸化炭素排出量は著しく増加しているが、本県は南

北に長く、標高差も大きいため、地域によるエネルギー消費量の違いは大きいも

のと想定される。当調査では、家庭のエネルギー消費量を調べ、地域やライフス

タイルの違いによるエネルギー消費構造の違いを分析し、家庭の二酸化炭素排出

量を効果的に削減する施策につなげる。 

【調査の構成】 １－家庭のエネルギー消費に関するアンケート調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－家庭のエネルギー消費に関するアンケート調査 調査票 

【調査対象】 （地域）県内１０広域から各１市町（長野市、松本市、上田市、飯田市、

諏訪市、伊那市、大町市、飯山市、佐久市、木曽町の１０市町） （単位）

世帯 （属性）長野市、松本市、上田市、飯田市、諏訪市、伊那市、大町市、

飯山市、佐久市、木曽町の１０市町の世帯 （抽出枠）各市町別選挙人名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／４４０，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年１１月から平成

２２年１月まで （系統）長野県→民間事業者→民間事業者に雇用された調

査員→報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１１月～平成２２年０１月 

【調査事項】 １．現在お住まいの住居について（１）お住まいの市町村、（２）周辺の

環境、（３）標高、（４）形態、（５）構造、（６）延べ床面積、（７）築年数、

（８）同居人数、（９）世代構成、２．家庭で使用しているエネルギーの種

類等（１）暖房、（２）給湯（台所・風呂）、（３）台所のコンロ、（４）省エ

ネ器機等の利用状況、３．家庭で使用しているエネルギーの消費量について

（１）月ごとの電気・ガス・灯油の消費量、（２）電気の契約状況、４．家

庭で使用している自動車について、５．家庭での省エネ行動、６．家庭での

省エネに対する意識 
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【調査名】 介護職員実態調査 

【受理年月日】 平成２１年９月２５日 

【実施機関】 栃木県保健福祉部保健福祉課 

【目 的】 介護職員については，離職率が高く，募集をかけても人が集まらないなど深

刻な人材不足に陥っていると言われていることから，事業所及び職員の実態を把

握することを目的とする。 

【調査の構成】 １－介護施設・事業所用調査票 ２－介護職員用調査票 

※ 

【調査票名】 １－介護施設・事業所用調査票 

【調査対象】 （地域）栃木県全域 （単位）事業所 （属性）栃木県内の介護老人福祉

施設，介護老人保健施設，介護老人保健施設，介護療養型医療施設，訪問介

護事業所，訪問入浴介護事業所，通所介護事業所，通所リハビリテーション

事業所，短期入所生活介護事業所，認知症対応型共同生活介護事業所，特定

施設入所者生活介護事業所 （抽出枠）栃木県介護サービス施設・事業所一

覧名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，３５０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）平成２１年１０月１日 （系統）栃木県－民間事業者

－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）調査票の配布開始：平成２１年１０月

１日，調査票の提出期限：平成２１年１０月３０日 

【調査事項】 法人・会社の概要（経営主体，別施設・事業所の有無，総従業員数等），

施設・事業所概要（施設規模，施設種類等），従業員概要（従業員数，従業

員の年齢構成，給与，雇用形態，採用率，離職率等），能力開発（能力開発，

研修，自己啓発等），従業員の過不足（従業員の過不足について，不足する

理由，求人方法等） 

※ 

【調査票名】 ２－介護職員用調査票 

【調査対象】 （地域）栃木県全域 （単位）個人 （属性）栃木県内の介護老人福祉施

設，介護老人保健施設，介護老人保健施設，介護療養型医療施設，訪問介護

事業所，訪問入浴介護事業所，通所介護事業所，通所リハビリテーション事

業所，短期入所生活介護事業所，認知症対応型共同生活介護事業所，特定施

設入所者生活介護事業所に勤務する介護職員 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１５，０００ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年１０月１日 （系統）栃木県－

民間事業者－介護施設・事業所－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）調査票の配布開始：平成２１年１０月
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１日，調査票の提出期限：平成２１年１０月３０日 

【調査事項】 性別・年齢・資格，就職のきっかけ・選定理由，収入（多い，少ない等），

勤務年数，現在の職場に勤務するに至った経路（介護分野以外に勤めたこと

があるか）等 
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【調査名】 信頼される県立病院づくりのための住民ニーズ調査 

【受理年月日】 平成２１年９月２８日 

【実施機関】 新潟県病院局業務課 

【目 的】 住民にとって信頼される県立病院づくりを進めるため、住民のニーズ等の把

握を目的とするアンケート調査を実施する。 

【調査の構成】 １－信頼される県立病院づくりのための住民ニーズ調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－信頼される県立病院づくりのための住民ニーズ調査 調査票 

【調査対象】 （地域）新潟県内全域 （単位）個人 （属性）新潟県内の満２０歳以上

の男女 （抽出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，０００／１，５００，０００ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査日 （系統）新潟

県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）調査票の配布開始 試行調査：調査年の１

０月３０日，本調査：調査年の１２月１日，  調査票の提出期限 試行

調査：調査年の１１月１４日，本調査：調査年の１２月１４日 

【調査事項】 １．性別，２．年齢，３．住所，４．医療機関の情報収集方法，５．利用

医療機関，６．県立病院の利用状況 
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【調査名】 大阪府内事業所給与実態調査 

【受理年月日】 平成２１年９月２８日 

【実施機関】 大阪府人事委員会事務局 

【目 的】 事業所規模３０人以上５０人未満の事業所について，役職段階の有無など給

与調査を実施することの可否及び当該事業所を含めることに伴う影響を検証す

る。 

【調査の構成】 １－調査職種分類一覧 調査票 ２－初任給調査票 ３－個人票 ４－

事業所票 

※ 

【調査票名】 １－調査職種分類一覧 調査票 

【調査対象】 （地域）大阪府全域 （単位）事業所 （属性）１．事業所：平成２１年

４月分の最終給与締切日現在において，事業所規模３０人以上５０人未満の

事業所。ただし，次の経営形態等のものを除く。「政府機関及びその関係機

関」「地方公共団体及びその関係機関」「大使館・領事館及び国際連合等の関

係機関」「企業組合等」「平成２１年職種別民間給与実態調査の母集団に含ま

れる企業」，２．産業：日本標準産業分類の次の大分類に該当するもの。「漁

業」「鉱業，採石業，砂利採取業」「建設業」「製造業」「電気・ガス・熱供給・

水道業」「情報通信業」「運輸業，郵便業」「卸売業，小売業」「金融業，保険

業」「不動産業，物品賃貸業」「学術研究，専門・技術サービス業（中分類の

学術・開発研究機関及び広告業に該当するもの。）」「生活関連サービス業，

娯楽業（中分類のその他生活関連サービス業に該当するもの。）」「教育，学

習支援業（中分類の学校教育にがいとうするもの。）」「医療，福祉（中分類

の保健衛生に該当するものを除く。）」「サービス業（他に分類されないもの）

（中分類の政治・経済・文化団体に該当するもの）」，３．従業員：常時勤務

する従業員のうち，期間を定めず雇用されているものとし，臨時の者を除く。 

（抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１００ （配布）職員 （取集）職員 （記

入）自計 （把握時）平成２１年４月分の最終給与締切日 （系統）大阪府

人事委員会事務局－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１１月０２日～１２月２１

日 

【調査事項】 職種別該当従業員数 

※ 

【調査票名】 ２－初任給調査票 

【調査対象】 （地域）大阪府全域 （単位）事業所 （属性）１．事業所：平成２１年

４月分の最終給与締切日現在において，事業所規模３０人以上５０人未満の
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事業所。ただし，次の経営形態等のものを除く。「政府機関及びその関係機

関」「地方公共団体及びその関係機関」「大使館・領事館及び国際連合等の関

係機関」「企業組合等」「平成２１年職種別民間給与実態調査の母集団に含ま

れる企業」，２．産業：日本標準産業分類の次の大分類に該当するもの。「漁

業」「鉱業，採石業，砂利採取業」「建設業」「製造業」「電気・ガス・熱供給・

水道業」「情報通信業」「運輸業，郵便業」「卸売業，小売業」「金融業，保険

業」「不動産業，物品賃貸業」「学術研究，専門・技術サービス業（中分類の

学術・開発研究機関及び広告業に該当するもの。）」「生活関連サービス業，

娯楽業（中分類のその他生活関連サービス業に該当するもの。）」「教育，学

習支援業（中分類の学校教育にがいとうするもの。）」「医療，福祉（中分類

の保健衛生に該当するものを除く。）」「サービス業（他に分類されないもの）

（中分類の政治・経済・文化団体に該当するもの）」，３．従業員：常時勤務

する従業員のうち，期間を定めず雇用されているものとし，臨時の者を除く。 

（抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１００ （配布）職員 （取集）職員 （記

入）自計 （把握時）平成２１年４月分の最終給与締切日 （系統）大阪府

人事委員会事務局－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１１月０２日～１２月２１

日 

【調査事項】 学歴別の採用人数・初任給月額 

※ 

【調査票名】 ３－個人票 

【調査対象】 （地域）大阪府全域 （単位）事業所 （属性）１．事業所：平成２１年

４月分の最終給与締切日現在において，事業所規模３０人以上５０人未満の

事業所。ただし，次の経営形態等のものを除く。「政府機関及びその関係機

関」「地方公共団体及びその関係機関」「大使館・領事館及び国際連合等の関

係機関」「企業組合等」「平成２１年職種別民間給与実態調査の母集団に含ま

れる企業」，２．産業：日本標準産業分類の次の大分類に該当するもの。「漁

業」「鉱業，採石業，砂利採取業」「建設業」「製造業」「電気・ガス・熱供給・

水道業」「情報通信業」「運輸業，郵便業」「卸売業，小売業」「金融業，保険

業」「不動産業，物品賃貸業」「学術研究，専門・技術サービス業（中分類の

学術・開発研究機関及び広告業に該当するもの。）」「生活関連サービス業，

娯楽業（中分類のその他生活関連サービス業に該当するもの。）」「教育，学

習支援業（中分類の学校教育にがいとうするもの。）」「医療，福祉（中分類

の保健衛生に該当するものを除く。）」「サービス業（他に分類されないもの）

（中分類の政治・経済・文化団体に該当するもの）」，３．従業員：常時勤務
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する従業員のうち，期間を定めず雇用されているものとし，臨時の者を除く。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （配布）職員 （取集）職員 （記入）自計 （把

握時）平成２１年４月分の最終給与締切日 （系統）大阪府人事委員会事務

局－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１１月０２日～１２月２１

日 

【調査事項】 年齢，学歴，性別，平成２１年４月分決まって支給する給与総額等 

※ 

【調査票名】 ４－事業所票 

【調査対象】 （地域）大阪府全域 （単位）事業所 （属性）１．事業所：平成２１年

４月分の最終給与締切日現在において，事業所規模３０人以上５０人未満の

事業所。ただし，次の経営形態等のものを除く。「政府機関及びその関係機

関」「地方公共団体及びその関係機関」「大使館・領事館及び国際連合等の関

係機関」「企業組合等」「平成２１年職種別民間給与実態調査の母集団に含ま

れる企業」，２．産業：日本標準産業分類の次の大分類に該当するもの。「漁

業」「鉱業，採石業，砂利採取業」「建設業」「製造業」「電気・ガス・熱供給・

水道業」「情報通信業」「運輸業，郵便業」「卸売業，小売業」「金融業，保険

業」「不動産業，物品賃貸業」「学術研究，専門・技術サービス業（中分類の

学術・開発研究機関及び広告業に該当するもの。）」「生活関連サービス業，

娯楽業（中分類のその他生活関連サービス業に該当するもの。）」「教育，学

習支援業（中分類の学校教育にがいとうするもの。）」「医療，福祉（中分類

の保健衛生に該当するものを除く。）」「サービス業（他に分類されないもの）

（中分類の政治・経済・文化団体に該当するもの）」，３．従業員：常時勤務

する従業員のうち，期間を定めず雇用されているものとし，臨時の者を除く。 

（抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１００ （配布）職員 （取集）職員 （記

入）自計 （把握時）平成２１年４月分の最終給与締切日 （系統）大阪府

人事委員会事務局－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２１年１１月０２日～１２月２１

日 

【調査事項】 職種別賞与及び臨時給与並びに給与の支給人員，支給総額 
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（２）変更 

【調査名】 民間企業の労働時間制度に関する調査 

【受理年月日】 平成２１年９月１日 

【実施機関】 京都府商工労働観光部労政課 

【目 的】 京都府内の民間事業所における労働時間制度の状況に関する実施状況を把握

し，今後の行政施策の参考とするため。 

【調査の構成】 １－民間企業の労働時間制度に関する調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－民間企業の労働時間制度に関する調査 調査票 

【調査対象】 （地域）京都府全域 （単位）事業所 （属性）鉱業、建設業、製造業、

電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・

保険業、不動産業、飲食店，宿泊業、医療，福祉、教育，学習支援業、複合

サービス事業、サービス業（他に分類されないもの）の従業員規模１０人以

上の民営事業所から抽出した事業所 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統

計調査事業所名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，４６９／２１，９６６ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年９月３０日 （系

統）京都府→報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）提出期限：平成２１年１０月１６日 

【調査事項】 １．所定労働時間（１日の所定労働時間，週所定労働時間，年所定労働時

間），２．週休制と週休日以外の休日，３．年次有給休暇，特別休暇，４．

変形労働時間制，５．パートタイム労働者の所定労働時間，６．派遣労働者

の所定労働時間，７．労働時間の短縮状況及び短縮計画等 



- 92 - 
 

【調査名】 茨城県男女共同参画社会県民意識調査 

【受理年月日】 平成２１年９月１日 

【実施機関】 茨城県知事公室女性青少年課 

【目 的】 男女共同参画社会の実現に向けて，県民の意識と実態等を調査集計・分析し，

その結果を広く公表することにより，県民全体の男女共同参画社会への理解と意

識の醸成を図る。また，各種施策の効果的な推進とともに，平成１３年度に策定

した茨城県男女共同参画基本計画の計画期間が平成２２年度末で終了するため，

この計画改訂のための基礎資料とする。 

【調査の構成】 １－茨城県男女共同参画社会県民意識調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－茨城県男女共同参画社会県民意識調査 調査票 

【調査対象】 （地域）茨城県全域 （単位）個人 （属性）県内に居住する２０歳以上

の男女 （抽出枠）市町村選挙管理委員会所管の選挙人名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，０００ （配布）郵送 （取集）郵

送 （記入）自計 （把握時）平成２１年９月３０日現在 （系統）茨城県

→民間調査機関→報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２１年０９月３０日～１０月１４日 

【調査事項】 １．男女の地位の平等に関する意識について，２．男女の生き方や家庭生

活に関する考え，役割分担などについて，３．仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）について，４．就業について，５．地域活動等について，

６．様々な分野へのチャレンジについて，７．女性の人権，ドメスティック・

バイオレンス（ＤＶ（配偶者・恋人等からの暴力））について，８．男女共

同参画社会について，回答者の属性 
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【調査名】 新潟県保健医療需要調査 

【受理年月日】 平成２１年９月４日 

【実施機関】 新潟県福祉保健部福祉保健課 

【目 的】 この調査は，県内の病院及び一般診療所を利用する患者について，その傷病

状況の実態及び二次保健医療圏ごとの患者の流入・流出状況を把握し，地域保健

医療体制の確保を図るための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－新潟県保健医療需要調査 調査票（病院票） ２－新潟県保健医療

需要調査 調査票（一般診療所票） 

※ 

【調査票名】 １－新潟県保健医療需要調査 調査票（病院票） 

【調査対象】 （地域）新潟県全域 （単位）保健・医療施設 （属性）医療法の規定に

より開設許可を受けている病院を受診した患者。 （抽出枠）医療施設台帳 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１３９ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２１年１０月２０日から２２日までのうち１日 （系

統）新潟県→報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）提出期限：平成２１年１１月１２日 

【調査事項】 １．性別，２．出生年月日，３．患者の住所，４．入院・外来の種別，５．

受療の状況，６．紹介の有無，７．病床の種別（入院のみ），８．救急の状

況 

※ 

【調査票名】 ２－新潟県保健医療需要調査 調査票（一般診療所票） 

【調査対象】 （地域）新潟県全域 （単位）保健・医療施設 （属性）医療法の規定に

より開設許可を受けている一般診療所を受診した患者 （抽出枠）医療施設

台帳 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，７７４ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）平成２１年１０月２０日から２２日までのうち１日 

（系統）新潟県→報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）提出期限：平成２１年１１月１２日 

【調査事項】 １．性別，２．出生年月日，３．患者の住所，４．入院・外来の種別，５．

受療の状況，６．紹介の有無，７．病床の種別（入院のみ），８．救急の状

況 
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【調査名】 「滋賀の健康・栄養マップ」調査 

【受理年月日】 平成２１年９月９日 

【実施機関】 滋賀県健康福祉部健康推進課 

【目 的】 本県における健康及び栄養に関する現状と課題を把握し，健康づくり施策の

基礎資料並びに事業効果測定の資料を得る。 

【調査の構成】 １－食物摂取状況調査記入帳 ２－生活状況調査票 

※ 

【調査票名】 １－食物摂取状況調査記入帳 

【調査対象】 （地域）滋賀県全域 （単位）世帯 （属性） （抽出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，１００／５２５，００８ （配布）

調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２１年１１月中の

１日 （系統）滋賀県－滋賀県健康推進協議会－調査員（健康推進員）－報

告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２１年１０月２０日～１１月３０日 

【調査事項】 １．世帯状況（世帯主との続柄，性別，生年月日，妊婦・授乳婦，身体活

動レベル），２．食事状況（朝・昼・夜別 家庭食，外食，欠食の別），３．

食物摂取状況（料理名，食品名，使用量，廃棄量，世帯員ごとの案分比率） 

※ 

【調査票名】 ２－生活状況調査票 

【調査対象】 （地域）滋賀県全域 （単位）世帯 （属性） （抽出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０，０００ （配布）調査員 （取集）

調査員 （記入）自計 （把握時）平成２１年１１月中の１日 （系統）滋

賀県－滋賀県健康推進協議会－調査員（健康推進員）－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２１年１０月２０日～１１月３０日 

【調査事項】 １．健康について，２．食事について，３．運動について，４．休養・生

きがいについて，５．たばこについて，６．検診について 
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【調査名】 東京都福祉保健基礎調査 

【受理年月日】 平成２１年９月１５日 

【実施機関】 東京都福祉保健局総務部総務課 

【目 的】 東京都内における各世帯並びに世帯員の健康と医療に関する実態と意識を把

握することにより，東京都における保健・医療施策充実のための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－東京都福祉保健基礎調査 調査票１ ２－東京都福祉保健基礎調査 

調査票２ 

※ 

【調査票名】 １－東京都福祉保健基礎調査 調査票１ 

【調査対象】 （地域）東京都内全域 （単位）世帯 （属性）世帯 （抽出枠）住民基

本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，０００／６，２１０，８５２ （配

布）調査員 （取集）調査員 （記入）他計 （把握時）毎年１０月中旬 （系

統）東京都→調査員→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１０月中旬～１１月中旬 

【調査事項】 ア．基本的属性，イ．就業の状況，ウ．医療機関の受診状況，エ．住居の

種類，オ．世帯の年収額 

※ 

【調査票名】 ２－東京都福祉保健基礎調査 調査票２ 

【調査対象】 （地域）東京都内全域 （単位）個人 （属性）満２０歳以上の世帯員 （抽

出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （配布）調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把

握時）毎年１０月中旬 （系統）東京都→調査員→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１０月中旬～１１月中旬 

【調査事項】 ア．食生活・運動などの生活習慣の状況，イ．健診・がん検診・肝炎ウィ

ルス検診などの受診状況，ウ．医療情報について，エ．がん医療・在宅医療・

リハビリテーション医療について，オ．都の保健医療関連施策の認知度 
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【調査名】 埼玉県産業廃棄物実態調査 

【受理年月日】 平成２１年９月１５日 

【実施機関】 埼玉県環境部資源循環推進課 

【目 的】 県内における産業廃棄物の発生状況、処理状況及び事業所の環境に対する意

識を把握し、県が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第５条の５に基づき策定す

る計画（第７次埼玉県廃棄物処理基本計画）の作成当のための基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－産業廃棄物実態調査 建設業調査票１（さいたま市を除く県内元請

工事分） ２－廃棄物実態調査票（埼玉県） ３－廃棄物実態調査票（車

整備業等） ４－廃棄物実態調査票 （埼玉県（農業関係）） ５－廃棄物

実態調査票 （埼玉県（医療関係）） ６－埼玉県の事業所の環境に対する

意識調査票 

※ 

【調査票名】 １－産業廃棄物実態調査 建設業調査票１（さいたま市を除く県内元請工

事分） 

【調査対象】 （地域）埼玉県内全域 （単位）事業所 （属性）日本標産業得分類に基

づく「建設業」 （抽出枠）事業所・企業統計調査名簿 

【調査方法】 （選定）全数及び無作為抽出 （客体数）５，０００ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）４月１日から３月３１日（１年間） （系

統）埼玉県→報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）１０月中旬から３中旬 

【調査事項】 １．事業所の概要，２．工事実績及び内容及び廃棄物発生の有無、３．自

社で発生した廃棄物の発生量（１）廃棄物の名称、（２）分類番号、（３）年

間発生量、４．自社での中間処理（１）方法番号、（２）中間処理後量、５．

自社所分・自社再利用・委託処理（１）処理・所分の方法、（２）処理・所

分先又は再生利用先の名称等、（３）委託処理業者の許可番号、（４）処理・

所分先又は再生利用先の所在地、６．委託中間処理（１）方法番号、（２）

処理後の処分方法、７．自社・委託の資源化（１）再利用・再生利用用途 

※ 

【調査票名】 ２－廃棄物実態調査票（埼玉県） 

【調査対象】 （地域）埼玉県内全域 （単位）事業所及び企業 （属性）「漁業」「工業，

砕石業，砂利採取業」「製造業」「電気・ガス・熱供給・水道業」「情報通信

業」「運輸業，郵便業」「卸売・小売業」「金融業・保険業」「不動産業，物品

賃貸業」「学術研究，専門・技術サービス業」「宿泊業，飲食サービス業」「生

活関連サービス業，娯楽業」「教育，学習支援業」「複合サービス事業」「サ

ービス業（他に分類されないもの）」「公務（他に分類されるものを除く）」「分

類不能の産業」 （抽出枠）事業所・企業統計調査名簿 
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【調査方法】 （選定）全数及び無作為抽出 （客体数）５，０００／２５０，０００ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）４月１日から３月３１

日（１年間） （系統）埼玉県→報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）１０月中旬から３中旬 

【調査事項】 １．事業所の概要（従業者数、製造品出荷額、事業所の形態、廃棄物発生

の有無），２．工事現場又は自社で発生した廃棄物の発生量（１）廃棄物の

名称、（２）分類番号、（３）年間発生量、３．自社での中間処理（１）方法、

（２）中間処理後量、４．自社所分・自社再利用・委託処理（１）処理・所

分の方法、（２）処理・所分先又は再生利用先の名称等、（３）委託処理業者

の許可番号、（４）処理・所分先又は再生利用先の所在地、５．委託中間処

理（１）方法、（２）処理後の処分方法、６．自社・委託の資源化（１）再

利用・再生利用用途 

※ 

【調査票名】 ３－廃棄物実態調査票（埼玉県（車整備業等）） 

【調査対象】 （地域）埼玉県内全域 （単位）事業所及び企業 （属性）「サービス業

（他に分類されないもの）」 （抽出枠）事業所・企業統計調査名簿 

【調査方法】 （選定）全数及び無作為抽出 （客体数）５，０００／２５０，０００ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）４月１日から３月３１

日（１年間） （系統）埼玉県→民間事業者→報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）１０月中旬から３中旬 

【調査事項】 １．事業所の概要（従業者数、クルマの整備等、廃棄物発生の有無），２．

工事現場又は自社で発生した廃棄物の発生量（１）廃棄物の名称、（２）分

類番号、（３）年間発生量、３．自社での中間処理（１）方法、（２）中間処

理後量、４．自社所分・自社再利用・委託処理（１）処理・所分の方法、（２）

処理・所分先又は再生利用先の名称等、（３）委託処理業者の許可番号、（４）

処理・所分先又は再生利用先の所在地、５．委託中間処理（１）方法、（２）

処理後の処分方法、６．自社・委託の資源化（１）再利用・再生利用用途 

※ 

【調査票名】 ４－廃棄物実態調査票 （埼玉県（農業関係）） 

【調査対象】 （地域）埼玉県内全域 （単位）事業所及び企業 （属性）「農業、林業」 

（抽出枠）事業所・企業統計調査名簿 

【調査方法】 （選定）全数及び無作為抽出 （客体数）５，０００／２５０，０００ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）４月１日から３月３１

日（１年間） （系統）埼玉県→報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）１０月中旬から３中旬 

【調査事項】 １．事業所の概要（従業者数、施設面積、廃棄物発生の有無），２．工事
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現場又は自社で発生した廃棄物の発生量（１）廃棄物の名称、（２）分類番

号、（３）年間発生量、３．自社での中間処理（１）方法、（２）中間処理後

量、４．自社所分・自社再利用・委託処理（１）処理・所分の方法、（２）

処理・所分先又は再生利用先の名称等、（３）委託処理業者の許可番号、（４）

処理・所分先又は再生利用先の所在地、５．委託中間処理（１）方法、（２）

処理後の処分方法、６．自社・委託の資源化（１）再利用・再生利用用途 

※ 

【調査票名】 ５－廃棄物実態調査票 （埼玉県（医療関係）） 

【調査対象】 （地域）埼玉県内全域 （単位）事業所及び企業 （属性）「医療、福祉」 

（抽出枠）事業所・企業統計調査名簿 

【調査方法】 （選定）全数及び無作為抽出 （客体数）５，０００／２５０，０００ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）４月１日から３月３１

日（１年間） （系統）埼玉県→報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）１０月中旬から３中旬 

【調査事項】 １．事業所の概要（従業者数、病床数、廃棄物発生の有無），２．工事現

場又は自社で発生した廃棄物の発生量（１）廃棄物の名称、（２）分類番号、

（３）年間発生量、３．自社での中間処理（１）方法、（２）中間処理後量、

４．自社所分・自社再利用・委託処理（１）処理・所分の方法、（２）処理・

所分先又は再生利用先の名称等、（３）委託処理業者の許可番号、（４）処理・

所分先又は再生利用先の所在地、５．委託中間処理（１）方法、（２）処理

後の処分方法、６．自社・委託の資源化（１）再利用・再生利用用途 

※ 

【調査票名】 ６－埼玉県の事業所の環境に対する意識調査票 

【調査対象】 （地域）埼玉県内全域 （単位）事業所及び企業 （属性）「農業，林業」

「漁業」「工業，砕石業，砂利採取業」「製造業」「電気・ガス・熱供給・水

道業」「情報通信業」「運輸業，郵便業」「卸売・小売業」「金融業・保険業」

「不動産業，物品賃貸業」「学術研究，専門・技術サービス業」「宿泊業，飲

食サービス業」「生活関連サービス業，娯楽業」「教育，学習支援業」「医療，

福祉」「複合サービス事業」「サービス業（他に分類されないもの）」「公務（他

に分類されるものを除く）」「分類不能の産業」 （抽出枠）事業所・企業統

計調査名簿 

【調査方法】 （選定）全数及び無作為抽出 （客体数）５，０００／２５０，０００ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）４月１日から３月３１

日（１年間） （系統）埼玉県→報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）１０月中旬から３中旬 

【調査事項】 １．取り組み状況について、２．廃棄物の減量化・資源かについて（１）
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廃棄物の発生抑制、リサイクルに対する取り組みについて、（２）取り組み

の効果、（３）取り組みの課題、（４）発生する廃棄物の発生抑制、リサイク

ル等 の将来計画について、３．廃棄物の適正処理について（１）廃棄物処

理のための諸規定の制定の有無、（２）産業廃棄物の保管、分別管理につい

て、（３）処理業者選定の基準、（４）委託処理業者選定において評価基準等

の情報活用について、（５）委託契約前後の処理施設の能力・維持管理の実

態等の調査実施の有無、（６）委託処理業者への廃棄物の性状等に関する情

報提供の有無、（７）委託処理した産業廃棄物の最終処分状況の把握の有無、

４．産業廃棄物管理票（マニフェスト）について（１）記載者について、（２）

照合、確認について、（３）電子マニフェストの採用の有無等 
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【調査名】 産業廃棄物実態調査 

【受理年月日】 平成２１年９月１７日 

【実施機関】 香川県環境森林部廃棄物対策課 

【目 的】 香川県廃棄物処理計画の策定及び今後の産業廃棄物に関する具体的施策の検

討の基礎資料とするため，香川県内で発生した産業廃棄物の種類，量及びこれら

の処理等の実態を把握する。 

【調査の構成】 １－産業廃棄物実態調査票 

※ 

【調査票名】 １－産業廃棄物実態調査票 

【調査対象】 （地域）香川県全域（一部，香川県内で産業廃棄物を排出する香川県外事

業者を含む） （単位）事業所及び企業 （属性）「農業，林業」、「漁業」、

「鉱業，採石業，砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・

水道業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業・小売業」、「学術研究，

専門・技術サービス業」、「宿泊業，飲食サービス業」、「生活関連サービス業、

娯楽業」、「教育，学習支援業」、「医療・福祉」、「サービス業（他に分類され

ないもの）」 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）８，０００／５０，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査年の前年の４月１日から

調査年の３月３１日 （系統）香川県→民間事業者→報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）１０月から１２月 

【調査事項】 １．事業所の概要（事業所名，所在地，代表者名等），２．事業活動量指

標（製造品出荷額，元請完成工事高，従業員数、病床数、給水量、処理水量

等），３．発生量（調査対象廃棄物等の種類ごとの発生量），４．排出量（調

査対象廃棄物等の種類ごとの発生量），５．自己中間処理状況（中間処理を

行ったか否か，行った場合はその方法と処理後の量（工場現場内を含む）），

６．処分又は再生利用状況（再生利用及び集積・保管も処分と仮定し，その

処分先と処分量），７．再生利用状況（再生利用用途と再生利用量），８．処

理委託状況（処理を業者等に委託した場合の委託内容と経費），９．廃棄物

処理施設の設置・稼動状況等，１０．事業者意識（産業廃棄物に関する意識，

廃棄物の発生抑制，減量化，リサイクル） 
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【調査名】 産業廃棄物実態調査 

【受理年月日】 平成２１年９月１８日 

【実施機関】 福岡県環境部廃棄物対策課 

【目 的】 産業廃棄物の発生，処理等の状況を調査し，産業廃棄物に関する今後の具体

的施策の検討等の基礎資料を得る。 

【調査の構成】 １－産業廃棄物実態調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－産業廃棄物実態調査 調査票 

【調査対象】 （地域）福岡県全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類（平成

１９年１１月改訂）に掲げる「鉱業、砕石魚得、砂利採取業」から「公務」

までに属する事業所 （抽出枠）平成１８年度年事業所・企業統計調査調査

区別民営事業所漢字リスト 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００／２５０，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）４月１日～３月３１日 （系

統）福岡県→民間事業者→報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）１０月下旬 

【調査事項】 １．事業所，事業の概要，２．事業所で発生した廃棄物の名称，分類番号，

年間発生量，３．自社での中間処理方法，中間処理後の量，４．処理・処分

の方法，処理・処分先の名称・所在地等 
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【調査名】 岐阜県輸出関係調査 

【受理年月日】 平成２１年９月２５日 

【実施機関】 岐阜県総合企画部統計課 

【目 的】 県内において製造された製品の輸出の実態を明らかにするための基礎資料を

得る。 

【調査の構成】 １－岐阜県輸出関係調査 輸出調査票 

※ 

【調査票名】 １－岐阜県輸出関係調査 輸出調査票 

【調査対象】 （地域）県内全域 （単位）事業所 （属性）工業統計調査の調査範囲に

含まれる従業者４人以上でかつ製品，半製品を原形のまま輸出しているもの 

（抽出枠）工業統計調査準備調査名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３５０ （配布）調査員 （取集）調査員 （記

入）自計 （把握時）毎年１２月３１日 （系統）岐阜県→市町村→調査員

→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）０１月３１日 

【調査事項】 １．事業所名，２．事業所所在地，３．従業員数，４．製造品出荷額，５．

直接輸出額とその輸出湾別内訳，６．間接輸出額とその出荷先別内訳，７．

品目別輸出額とその輸出先地域別内訳 
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【調査名】 京都府織布生産動態統計調査 

【受理年月日】 平成２１年９月２５日 

【実施機関】 京都府政策企画部調査統計課 

【目 的】 京都府における織布の生産の実態を明らかにすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－京都府織布引渡高（出荷高）調査票 

※ 

【調査票名】 １－京都府織布引渡高（出荷高）調査票 

【調査対象】 （地域）府内全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類による「製

造業」を営む事業所のうち、要領で指定した工業品の生産（加工を含む。）

をする事業所 （抽出枠）工業統計調査準備調査名簿等 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）８６ （配布）郵送・調査員 （取集）郵

送・調査員 （記入）自計 （把握時）毎月末日 （系統）京都府ー調査員

ー報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査月翌月１０日 

【調査事項】 １．引渡高、２．引渡額 
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【調査名】 労働環境等調査 

【受理年月日】 平成２１年９月２５日 

【実施機関】 栃木県産業労働観光部労働政策課 

【目 的】 社会・経済構造の変化や少子高齢化，高度情報化，社会全体のグローバル化

の急速な進展などにより近年，労働者の働く環境は急速な変化を遂げている。そ

のため，栃木県内の事業所等に雇用される労働者が具体的にどのような労働環

境・労働条件のもとに働いているのか実態を明らかにし，今後の労働行政推進上

の基礎資料とするとともに，企業における労働条件改善及び労使関係の安定に資

する。 

【調査の構成】 １－労働環境等調査票 

※ 

【調査票名】 １－労働環境等調査票 

【調査対象】 （地域）栃木県下全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類（平

成１９年１１月改定）に基づく１３大産業（１．建設業、２．製造業、３．

運輸業，郵便業、４．卸売業，小売業、５．金融業，保険業、６．不動産業，

物品賃貸業、７．学術研究，専門・技術サービス業、８．宿泊業，飲食サー

ビス業、９．生活関連サービス業，娯楽業、１０．教育，学習支援業、１１．

医療，福祉、１２．複合サービス事業、１３．サービス業（他に分類されな

いもの））に属する常用労働者１０名以上の県内の２，５００事業所。 （抽

出枠）平成１８年事業所・企業統計調査事業所名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，５００／１４，５７２ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）９月３０日 （系統）栃木県

→報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査票の配布開始：調査実施年の１０月１日，

調査票の提出期限：調査実施年の１０月３１日 

【調査事項】 事業所の現況，事業所の労働者数，休日制度の状況，障害者の雇用状況，

退職金制度の状況，モデル退職金の状況，労働相談の状況，福利厚生制度の

状況，仕事と家庭の両立支援の状況等 
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【調査名】 県民健康・栄養調査 

【受理年月日】 平成２１年９月２８日 

【実施機関】 栃木県保健福祉部健康増進課 

【目 的】 栃木県民の食生活実態，健康状態等について把握し，脳卒中等の生活習慣病

予防対策の基礎資料とする。 

【調査の構成】 １－栄養摂取状況調査票 ２－身体状況調査票 ３－生活習慣調査票 

４－高校生の食生活等実態調査票 

※ 

【調査票名】 １－栄養摂取状況調査票 

【調査対象】 （地域）栃木県下全域 （単位）世帯 （属性）世帯 （抽出枠）平成１

９年国民生活基礎調査単位区別世帯名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，１００／１６，０００ （配布）調

査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２１年１１月１日 （系

統）栃木県－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）調査票の配布開始：平成２１年１１月

１日，調査票の提出期限：平成２２年１月２８日 

【調査事項】 世帯状況，食事状況（１日），食物摂取状況調査（１日），身体状況調査項

目：１日の運動量（歩行数） 

※ 

【調査票名】 ２－身体状況調査票 

【調査対象】 （地域）栃木県下全域 （単位）個人 （属性）身長・体重（満１歳以上），

腹囲（満６歳以上），血圧測定（満１５歳以上），血液検査（満２０歳以上） 

（抽出枠）平成１９年国民生活基礎調査単位区別世帯名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，１００／１６，０００ （配布）調

査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２１年１１月１日 （系

統）栃木県－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）調査票の配布開始：平成２１年１１月

１日，調査票の提出期限：平成２２年１月２８日 

【調査事項】 身長・体重，腹囲，血圧，１日の運動量（歩行数），血液検査，問診 

※ 

【調査票名】 ３－生活習慣調査票 

【調査対象】 （地域）栃木県下全域 （単位）個人 （属性）満１５歳以上 （抽出枠）

平成１９年国民生活基礎調査単位区別世帯名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，５００／１６，０００ （配布）調

査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２１年１１月１日 （系

統）栃木県－調査員－報告者 
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【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）調査票の配布開始：平成２１年１１月

１日，調査票の提出期限：平成２２年２月２５日 

【調査事項】 健康意識，生活習慣病の状況等 

※ 

【調査票名】 ４－高校生の食生活等実態調査票 

【調査対象】 （地域）栃木県下全域 （単位）個人 （属性）公立私立高等学校全日制

及び定時制第２学年 （抽出枠）栃木県内公立私立高等学校名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）３，５００／２４，０００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２１年１１月１日 （系統）

栃木県－学校－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）調査票の配布開始：平成２１年１０月

２６日，調査票の提出期限：平成２１年１１月３０日 

【調査事項】 食生活や睡眠等生活習慣，食や健康に関する知識，意識等 
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